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平成22年６月14日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算(第４号)

○議案第５号 宮崎県離島漁業再生支援基金条

例を廃止する条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて(平成21年度宮崎県一般会

計補正予算(第７号))

○報告第２号 専決処分の承認を求めることに

ついて(平成22年度宮崎県一般会

計補正予算(第１号))

○報告第３号 専決処分の承認を求めることに

ついて(平成22年度宮崎県一般会

計補正予算(第２号))

○報告事項

・県が出資している法人の経営状況について

社団法人宮崎県林業公社（別紙10）

財団法人宮崎県環境整備公社（別紙11）

社団法人宮崎県農業振興公社（別紙14）

財団法人宮崎県内水面振興センター（別紙15）

・平成21年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙18）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・口蹄疫対策に係る主な取組について

・宮崎県庁エコプランについて

・平成21年度「大気及び水質の測定結果」等に

ついて

・レジ袋ゼロ社会に向けた今後の取組について

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・指定管理者制度の第二期指定について

・口蹄疫の発生状況等について

出席委員（８人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 権 藤 梅 義

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 髙 橋 透

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

環境森林部次長
豊 島 美 敏（ 総 括 ）

環境森林部次長
黒 木 由 典（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
金 丸 政 保環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 佐 藤 浩 一

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 整 備 課 長 河 野 憲 二

山村・木材振興課長 徳 永 三 夫

み や ざ き ス ギ
小 林 重 善活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 水 垂 信 一

農政水産部

副 知 事 河 野 俊 嗣

農政水産部次長
緒 方 哲（ 総 括 ）
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農政水産部次長
押 川 延 夫（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
関 屋 朝 裕（ 水 産 担 当 ）

農政水産部参事
永 山 英 也（口蹄疫対策担当）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

ブ ラ ン ド ・
加勇田 誠流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 井 上 裕 一

消費安全企画監 工 藤 明 也

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策監 岩 﨑 充 祐

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

国営事業対策監 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 永 野 広

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 服 部 修 一

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

○十屋委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時３分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部

の説明がすべて終了した後にお願いをいたしま

す。

○吉瀬環境森林部長 おはようございます。環

境森林部です。よろしくお願いいたします。座っ

て説明させていただきます。

まず初めに、口蹄疫についてでございます。

４月20日の発生以来、事態が長期化、深刻化し

ておりまして非常に厳しい状況にありますが、

環境森林部といたしましても、口蹄疫の一刻も

早い終息に向け、職員が一丸となって患畜発生

現場における殺処分の補助作業、埋却作業、消

毒などの防疫作業等に全力で対応しているとこ

ろでございます。今後とも、環境農林水産常任

委員会の皆様の御理解と御支援を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

それでは、お手元に配付しております委員会

資料の表紙を見ていただきたいと思いますが、

本日は、報告承認事項が１件、２番目の報告事

項が３件、３番目のその他報告事項が５件でご

ざいます。

１ページめくっていただきまして、まず、Ⅰ

の報告承認事項でございますが、専決処分の承

認を求めることについてでございまして、これ

は平成21年度の宮崎県一般会計補正予算（第７

号）を22年３月31日に専決いたしましたので、
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それにつきまして報告承認を求めるものでござ

いまして、中身は、産業廃棄物税基金と森林環

境税基金への積み立てにつきまして、地方自治

法第179条第３項の規定によりまして専決処分の

承認をお願いするものでございます。

戻っていただきまして、表紙で説明をしたい

と思いますが、Ⅱの報告事項につきましては、

財団法人宮崎県環境整備公社、社団法人宮崎県

林業公社につきまして、平成21年度の事業報告

並びに平成22年度の事業計画について報告いた

します。それから、平成21年度の繰越明許費に

ついての御報告をいたします。

次に、Ⅲのその他の報告事項につきましては、

口蹄疫対策に係ります環境森林部の主な取り組

みについてや、エコクリーンプラザみやざき問

題についてなど、合わせて５件について御報告

いたします。

私からの説明は以上でございますが、詳細に

つきましてはそれぞれの担当課長から御説明申

し上げますので、よろしくお願いします。

○金丸環境森林課長 それでは、常任委員会資

料の４ページをお願いいたします。環境森林部

の平成21年度繰越明許費について御説明を申し

上げます。

平成21年度の議会におきまして御承認をいた

だきました繰り越し事業につきまして、繰越額

が確定いたしましたので、今回御報告を行うも

のでございます。自然環境課６件、森林整備課10

件、山村・木材振興課１件で、表の一番下の合

計の欄でございますが、環境森林部全体で17件、

繰越額が56億3,869万2,000円、173カ所となって

おります。以上でございます。

○福田循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。

まず、報告承認事項、専決処分の承認を求め

ることについて御説明いたします。常任委員会

資料の１ページをお開きください。（１）の産業

廃棄物税基金積立金の執行に伴う補正でありま

す。21年度の産業廃棄物税の税収等が確定しま

したことから、積立金1,018万3,000円を補正し

たものであります。この結果、21年度の産業廃

棄物税基金への積立金は２億1,721万円となりま

す。

次に、同じく委員会資料の２ページをごらん

ください。報告事項の１、財団法人宮崎県環境

整備公社についてであります。環境整備公社は

平成７年３月に設立され、エコクリーンプラザ

みやざきの運営を通して、（２）の設立目的にあ

りますように、産業廃棄物や一般廃棄物の処理

等の事業を行うことにより、本県のすぐれた自

然環境の保全や県民の生活環境の保全等に取り

組んでいるものであります。組織や基本財産、

事業につきましてはそこに記載してあるとおり

でありますが、詳細について別冊の「平成22年

６月定例県議会提出報告書」で御説明いたしま

すので、お手数ですが、青いインデックス、環

境整備公社のところ、79ページをごらんくださ

い。

まず、平成21年度事業報告についてでありま

す。環境整備公社は、１の事業概要の（１）日

常の廃棄物の適正処理についてにありますよう

に、県央地域11市町村の一般廃棄物の広域処理

並びに県内の産業廃棄物の処理を行ってまいり

ました。また、（２）諸課題の解決につきまして

は、浸出水調整池の破損等受けまして、①安心・

安全なシステムの構築や、②組織の全体的な見

直しと活性化、③原因のさらなる解明と責任の

所在の明確化について、それぞれ記載のとおり

取り組んだところであります。

次に、80ページをお開きください。２の事業
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実績につきましては、表に記載しておりますよ

うに、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を行う

とともに、温浴施設管理運営や廃棄物に対する

普及啓発事業を行っております。

次に、財務関係であります。81ページから93

ページにかけまして貸借対照表等の財務資料を

添付しておりますが、81ページの貸借対照表総

括表により説明させていただきます。

環境整備公社は、表の右側半分にありますよ

うに、４つの会計により業務を行っております

が、表の左から２番目、総合計の欄で上から順

に説明させていただきます。

まず、資産の部であります。１の流動資産が

現金預金及び未収金などで、流動資産合計は９

億8,761万円余となっております。また、２の固

定資産は、（１）の基本財産が１億110万円、（２）

の特定資産が周辺環境整備積立金などで合計５

億8,067万円余、（３）のその他の固定資産が、

土地・建物等の不動産や機械装置等で合計28

億5,911万円余で、固定資産の合計は35億4,089

万円余となっております。この結果、流動資産

と固定資産を合わせた資産合計は45億2,850万円

余となっております。

次に、中ほどちょっと下になりますが、負債

の部であります。１の流動負債が施設運転委託

会社に対する未払い金や短期借入金などで合

計14億4,933万円余、２の固定負債が長期借入な

どで合計17億1,137万円余となり、この結果、負

債合計は31億6,070万円余となっております。

次に、その下、正味財産であります。１の指

定正味財産が６億8,124万円余、２の一般正味財

産が６億8,655万円余で、正味財産の合計は13

億6,780万円余となり、この結果、負債及び正味

財産の合計は45億2,850万円余となっておりま

す。

それでは、ページをめくっていただきまして、

次に、94ページをお開きください。平成22年度

の事業計画書であります。

まず、１の事業概要についてでありますが、

（１）の日常の廃棄物の適正処理につきまして

は、引き続き自然環境や生活環境の保全に留意

しながら、搬入される日常のすべてのごみにつ

いて円滑かつ適正な処理を行うこととしており

ます。また、（２）の諸課題の解決につきまして

は、①安心・安全なシステムの構築に記載して

おりますように、浸出水調整池の補強工事につ

きましては、安心・安全な施設の完成に向けて

確実な施工を進めるとともに、浸出水の下水道

放流案の実施に向けて関係諸機関への許認可手

続を進め、事業参画市町村の支援も得ながら本

年度内の着工を目指しているところです。さら

に、②原因のさらなる解明と責任の所在の明確

化に記載しておりますように、業者を相手に損

害賠償の訴訟を提訴するなど、原因の解明と責

任の所在をさらに追及していくこととしており

ます。

次に、右側95ページの２の事業計画でありま

す。本年度も一般廃棄物や産業廃棄物の処理を

行うとともに、環境学習啓発事業や温浴施設の

管理運営を行うこととしております。

次に、96ページをお開きください。収支予算

書総括表であります。

まず、事業活動収支の部ですが、１の事業活

動収入は、②の補助金等収入26億4,011万円余、

④の廃棄物処理収入２億円などを見込んでおり、

事業活動収入の合計は29億556万円余となってお

ります。これに対しまして、２の事業活動収支

は、①の管理運営費２億2,425万円余、②の施設

運転管理事業費24億1,406万円余、右側の97ペー

ジになりますが、③の産業廃棄物処理事業費１
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億4,238万円余、④の周辺環境整備事業費３億円

などがあり、事業活動収支の合計は31億1,173万

円余となっております。この結果、事業活動収

支差額は２億617万円余のマイナスとなっており

ます。

次に、投資活動収支の部につきましては、１

の投資活動収入の①にある周辺環境整備積立金

取崩収入、２の投資活動収支の①にある建設仮

勘定支出などがあり、投資活動収支差額は８

億3,902万円余のマイナスとなっております。

その下、財務活動収支の部につきましては、

短期借入金収入、短期借入金返済支出などがあ

り、財務活動収支差額は10億8,408万円余となっ

ております。これらの結果、下から３段目の欄

になりますが、当期収支差額は3,544万円余と

なっております。前期繰越収支差額を加えた次

期繰越収支差額は、一番下の欄にありますよう

に4,006万円余となっております。

98ページ以降は、４つある会計別の収支予算

書でこの総括表の内訳となっておりますので、

説明は省略させていただきます。

私からは以上であります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○森自然環境課長 自然環境課から報告承認事

項について御説明いたします。

委員会資料の１ページにお戻りいただきたい

と思います。

１、専決処分の承認を求めることについての

（２）森林環境税基金積立金の執行に伴う補正

でございます。森林環境税基金積立金につきま

しては、３月末に平成21年度の税収額が確定い

たしましたことから、積立金71万1,000円を補正

したものでございます。この結果、平成21年度

の森林環境税基金への積立金は２億8,0 6 3

万5,000円となったところでございます。

自然環境課の説明は以上でございます。

○河野森林整備課長 森林整備課でございます。

宮崎県林業公社の平成21年度事業報告等につい

て御報告をいたします。

林業公社の概要につきましては、委員会資料

の３ページに載せておりますが、説明のほうは

「平成22年度６月定例県議会提出報告書」のほ

うでさせていただきたいと思います。恐れ入り

ますが、報告書の69ページをお開きいただきた

いと思います。平成21年度事業報告書でありま

す。

林業公社は、平成19年度に策定いたしました

経営方針及び第３期経営計画に基づき、全力で

経営改善に取り組んでいるところであります。

次に、70ページをお開きください。21年度は、

２の事業実績に記載しております各事業に取り

組むことにより、収入の確保に努めますととも

に、植栽未済地の解消等に取り組んだところで

あります。

次に、右側71ページの貸借対照表をごらんく

ださい。まず、表の上段、Ⅰの資産の部であり

ます。１の流動資産と２の固定資産を合わせま

した資産合計は、表の中ほどにありますが、362

億5,500万円余で、その大半は森林勘定でありま

す。

次に、Ⅱの負債の部であります。１の流動負

債と２の固定負債を合わせました負債の合計

は385億5,197万円余で、その大半は政策金融公

庫等からの長期借入金であります。

次に、Ⅲの正味財産の部であります。正味財

産はマイナス22億9,697万円であります。したが

いまして、負債及び正味財産合計は、一番下に

ありますように362億5,500万円余となっており

ます。

次に、72ページをお開きください。４の正味
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財産増減計画書であります。まず、Ⅰの一般正

味財産増減の部につきましては、表の下から８

行目にありますように、伐採した森林に投資し

た経費に見合った収入が得られなかったことか

ら、当期の一般正味財産増減額がマイナス４

億9,520万円余となっております。その下の一般

正味財産期首残高がマイナス18億177万円余であ

りますので、一般正味財産期末残高及び正味財

産期末残高は、マイナス22億9,697万円余となっ

ております。

次に、73ページの５の財産目録、これにつき

ましては貸借対照表と同様でありますので、省

略をさせていただきます。

次に、74ページをお開きください。６のキャッ

シュ・フロー計算書であります。まず、Ⅰの事

業活動によるキャッシュ・フローは、表の下か

ら12行目にありますようにマイナス１億3,625万

円余となっております。

次に、Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フロー

は、次の75ページの表の上から４行目にありま

すように１億97万円余となっております。また、

Ⅲの財務活動によるキャッシュ・フローは、表

の下から４行目にありますように※1,842万円余

となっております。

このため、１年間の資金の増減、これについ

ては、Ⅳの現金及び現金同等物の増減額にあり

ますように、マイナス1,685万円余となったとこ

ろであります。この結果、表の一番下にありま

すように、期末の残高は１億5,604万円余となっ

ております。

次に、76ページをお開きください。平成22年

度の事業計画書であります。１の基本方針及び

２の事業計画にありますように、公社は第３期

経営計画等に基づき一層の経営改善に取り組み

ますとともに、県の重点施策であります植栽未

済地対策、県民等の森林づくり事業に引き続き

取り組んでいくこととしております。

次に、78ページをお開きください。３の収支

予算書であります。まず、Ⅰの事業活動収支の

部は、表の中ほどの事業活動収支差額にありま

すようにマイナス１億3,036万円余であります。

次に、Ⅱの投資活動収支の部は、表の中ほど

の投資活動収支差額にありますように2,388万円

余であります。

また、Ⅲの財務活動収支の部は、表の下から

４行目の財務活動収支差額にありますようにマ

イナス28万円余となっており、この結果、当期

収支差額はマイナス１億676万円となります。次

期繰越収支差額は２億11万円余となります。

森林整備課からは以上でございます。

○金丸環境森林課長 常任委員会資料の５ペー

ジをお願いいたします。口蹄疫対策に係る環境

森林部の主な取り組みにつきまして御報告をさ

せていただきます。

まず、（１）の製材工場等への対応についてで

ございます。①にありますように、口蹄疫の発

生を受けまして、畜産向け敷料のおが粉等を供

給しております製材工場等に対しまして、運搬

車両の消毒の徹底を依頼しております。また、

製材工場等に対しまして、経営への影響を把握

するため、４月末にアンケート調査を実施いた

しましたところ、回答の中に、おが粉の取引停

止等による資金繰りの悪化や、おが粉等のストッ

ク場所が不足する、そういったことを心配する

事例がございました。このため、③にあります

ように、５月８日に電話相談窓口を山村・木材

振興課みやざきスギ活用推進室に設置いたした

ところでございます。これまでに緊急融資窓口

の紹介など７件の相談に対応しております。

※10ページ左段に訂正発言あり
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また、④にありますように、製材工場等の円

滑な操業に向けまして、おが粉等の保管場所の

確保、おが粉等を木質ボイラーの燃料とするな

ど、敷料以外の用途での利用促進、さらには牛、

豚の埋却におが粉を利用していくこととしてお

りますので、それに向けた供給体制の整備につ

きまして、関係機関と連携して必要な対策を推

進しているところでございます。

次に、（２）の野生鳥獣に関する対応でござい

ます。国内においてこれまで、野生のシカ、イ

ノシシが口蹄疫に感染した事例は確認されてお

りませんが、感染の可能性は否定できませんこ

とから、市町村に対しまして次のような指導を

実施いたしております。

まず、集落単位での追い払いやわなの設置等

によって畜舎周りにシカ、イノシシを近づけな

いこと。鳥獣保護員による巡回パトロールを強

化するとともに、不審なシカ、イノシシを発見

した場合は、獣医師による確認と消毒・埋却処

理を迅速に行うこと。有害鳥獣捕獲制度を積極

的に活用して畜舎周辺での捕獲に迅速に対応で

きるよう、捕獲許可期間の延長と弾力的な運用

を図ることでございます。

次に、（３）のエコクリーンプラザみやざきへ

の残渣の搬入についてでございます。今回の口

蹄疫対策といたしまして、搬出制限区域内の牛

と豚を食肉処理した後の残渣、骨とか内臓物と

か血液でございますが、これらにつきまして、

エコクリーンプラザみやざきで５月31日から受

け入れまして焼却を実施いたしております。

次に、（４）の埋却地についての対応につきま

しては、家畜改良事業団の種雄牛49頭の埋却地

といたしまして、環境森林部が管理しておりま

す家畜改良事業団の隣接になります県育種母樹

園を提供いたしております。

続きまして、６ページをお願いいたします。

宮崎県庁エコプランについてでございます。

まず、（１）の背景でございますが、県庁にお

ける環境負荷の低減につきましては、平成12年

度から本庁及び本庁周辺の出先機関を対象に、

ＩＳＯ14001規格による環境マネジメントシステ

ムを運用してきたところでございます。このよ

うな中、「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」が改正されまして、平成22年度、今年度か

ら、知事部局、病院局、教育庁、県警本部、そ

れぞれが一事業者として、エネルギー削減への

取り組みが義務づけられることとなりましたこ

とから、今後さらなる省エネの推進が求められ

ることとなったところでございます。このため、

全庁的な取り組みを推進するため、平成22年度

から、本県独自の環境マネジメントシステムと

いたしまして、「宮崎県庁エコプラン」を導入す

ることといたしました。

次に、エコプランの内容につきまして御説明

を申し上げます。なお、（２）の①、②、③のう

ち①、③あたりにゴシック体、アンダーライン

で示した部分がありますが、この部分が今年度

から実施いたします新たな取り組みでございま

す。

まず、①の対象所属につきましては、知事部

局、病院局、教育庁、県警本部等県関係のすべ

ての所属、241の所属でございます。

②の重点取り組み項目につきましては、電気・

燃料の節約による省エネ、紙・水の節約による

省資源としておりまして、点線の枠内にありま

すように、22年度の全庁目標を温室効果ガス３

％の削減で１億円の節約達成といたしまして、

そのための本年度の全庁取り組み事項を４項目

としております。なお、これらの目標及び取り

組み事項につきましては、ポスターのような形
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にいたしまして、各所属の職員が見えやすいと

ころに掲示することといたしております。

次に、③の取り組みの流れでございます。ア

の目標の設定、イの取り組みの実施、ウの点検、

エの見直しのＰＤＣＡシステムで実施してまい

りたいというふうに考えております。このよう

な取り組みを実施していく上で何よりも大切な

ことは、所属長あるいは個々の職員の環境に対

する意識を高めていくことであろうというふう

に考えております。したがいまして、アにあり

ますように、数値目標を設定いたしますととも

に、ウにありますように、中間点検等を通じま

して取り組みが不十分の所属に対しましては、

その原因や改善策を検討してもらい、必要に応

じてヒアリングを実施してまいりたいと考えて

おります。また、逆にしっかりと取り組んでい

ただいた所属に対しましては、表彰の実施も検

討いたしたいと考えております。さらに、環境

カウンセラーの方々などに外部評価をお願いい

たしまして、私ども事務局あるいは各所属の取

り組み状況を評価していただくとともに、県庁

のホームページでの公表も行いたいというふう

に考えております。以上でございます。

○橋本環境管理課長 環境管理課からは２件御

報告させていただきます。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

平成21年度大気及び水質の測定結果等について

であります。大気及び河川・海域等の水質につ

きましては、大気汚染防止法や水質汚濁防止法

等に基づきまして、毎年計画的に測定を行い、

その状況を把握しているところでございます。

このたび、平成21年度の結果がまとまりました

ので、その主な点を御説明いたします。なお、

環境基準についての資料を別にお配りしている

ところでございます。

まず、（１）大気の測定結果についてでありま

す。①の常時監視につきましては、中ほどの表

をごらんください。一番左の欄にあります５つ

の項目につきまして、24時間、365日の測定を行

いました。その結果、右端の欄にありますとお

り、主要な項目であります二酸化硫黄、二酸化

窒素及び一酸化炭素につきましては、すべての

測定局において環境基準を達成しておりました。

しかしながら、光化学オキシダントにつきまし

ては、すべての測定局で環境基準を達成してお

らず、また、浮遊粒子状物質につきましても、

黄砂の影響のため、環境基準を超えた日がござ

いました。これら２つの項目につきましては、

その下、（エ）今後の対策の３行目以下に記載し

ておりますとおり、大陸からの大気汚染物質の

影響が指摘されておりますので、今後も国に国

際的な取り組みを要望していきたいと考えてお

ります。

次に、１枚めくっていただきまして９ページ

をごらんください。（２）水質の測定結果につい

てであります。河川・海域の公共用水域につき

ましては、年に４回から12回の測定を行ってお

ります。人の健康に関する項目につきましては27

項目の測定を行っておりますが、その結果につ

きましては、下のほうの表にまとめております

とおり、砒素を除きます26の項目につきまして

は、すべての地点で環境基準を達成しておりま

した。砒素につきましては、休廃止鉱山の排水

や地質等の影響によるものと推測されておりま

すが、土呂久川等５河川７地点で環境基準を達

成しておりませんでした。このうち小丸川上流

域１地点につきましては、今回初めて、わずか

ではありますが、環境基準を超えたものであり

ます。現在、国におきまして原因の調査が行わ

れております。なお、この小丸川上流を含め基
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準を超えた水域につきましては、飲料水や※農業

用水などへの利用はなく、人の健康への影響は

ございません。

次に、恐れ入ります、ページをめくっていた

だきまして10ページの一番上の表にありますと

おり、ＢＯＤ、ＣＯＤにつきましては、すべて

の水域で環境基準を達成しておりました。

続きまして、その下、⑤地下水の測定結果に

ついてであります。地下水につきましては年１

回以上測定しております。その結果は、表にあ

りますとおり、過去に判明いたしました汚染の

推移等監視するためのモニタリング調査におき

まして、23本の井戸で環境基準を超えておりま

したが、県内の全体的な地下水質を把握するた

めの概況調査におきましては、すべての井戸で

環境基準を達成しておりました。なお、基準を

超えました井戸につきましては飲料水としては

利用されておりません。

恐れ入ります、11ページをごらんください。

次に、（３）ダイオキシン類の調査結果でありま

す。下のほうの表に結果をまとめておりますが、

県全体の概況を把握するための環境調査におき

ましては、すべての地点で環境基準を達成して

おりました。また、廃棄物焼却炉等における検

査につきましては、自主検査においてはすべて

排出基準以下となっておりましたが、県及び宮

崎市が行います立入検査において、廃棄物焼却

炉１施設について排出ガスが基準を超えており

ました。なお、この施設につきましては改善指

導を行いまして、その後改善を確認していると

ころでございます。

以上のように、本県の大気・水質につきまし

ては、一部の測定項目で環境基準を超えた地点

もございましたが、おおむね良好な状況を維持

しているところでございます。今後も引き続き

監視を行いますとともに、事業場等への指導を

適切に行うなどによりまして、良好な大気・水

質の保全に努めてまいりたいと考えております。

恐れ入りますが、ページをめくっていただき

まして12ページをごらんください。続きまして、

レジ袋ゼロ社会に向けた今後の取り組みについ

てであります。昨年度から宮崎県レジ袋ゼロ推

進協議会におきまして、地球温暖化対策の一環

として取り組んでまいりましたレジ袋の無料配

布中止につきましては、先ごろ協議会会長から

も発表がありましたとおり、不景気による事業

者の経営環境悪化等によりまして、予定してお

りました今月６月１日からの実施につきまして

は当面見送ることとなりました。協議会といた

しましては、今後は、（２）にありますとおり、

これまでの課題を踏まえまして、組織の拡充や

市町村、地域における協働を進めること等によ

りまして、まずはマイバッグ利用率の向上を図

りながら、引き続き、レジ袋無料配布の中止、

レジ袋ゼロ社会を目指すことによりまして、地

球温暖化対策に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

環境管理課からは以上でございます。

○福田循環社会推進課長 委員会資料の13ペー

ジをお開きください。エコクリーンプラザみや

ざき問題について御報告いたします。

まず、（１）の業者への損害賠償請求について

であります。公社は、去る４月28日、株式会社

エイト日本技術開発と三井・吉原・竹盛特定建

設工事共同企業体を相手方として、総額15

億8,718万円余の支払いを求める損害賠償請求を

宮崎地方裁判所に起こしました。この訴訟につ

きましては、県といたしましても、法律面や技

術面の問題を含め、関係市町村とともに積極的

※18ページ右段に訂正発言あり
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に公社を支援することとしております。

次に、（２）の浸出水調整池補強工事の進捗状

況について、及び（３）の浸出水処理水の下水

道放流についてにつきましては、ここにお示し

しているとおりでございます。14ページには６

月分の浸出水調整池工事現場便りをおつけして

おります。以上であります。

○十屋委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了いたしました。まず、議案（報

告第１号）と報告事項（公社の経営状況、繰越

明許費）について質疑はございませんか。

○河野森林整備課長 私、先ほど林業公社の報

告の中で数字の読み間違いをしたようでござい

まして、林業公社の事業報告、財務活動による

キャッシュ・フローでございますけれども、正

しくは1,843万円余ということでございますの

で、訂正をお願いしたいと思います。数字は報

告書では正しい数字になっております。以上で

す。

○十屋委員長 今、訂正がありましたけれども、

委員からの質疑をお受けしたいと思います。

○福田委員 ５ページですが、口蹄疫に関する

ことでございますけど、野生鳥獣に関する対応

の③、非常に私は適切な指示を出していただい

たと思って感謝しまして、議会の私どもの机の

上に資料が即置いてありましたから、地元の行

政、農業団体に行って対応するようにお願いを

したんです。これは畜舎だけ書いてあるんです

が、必ず畜舎と関連してえさの供給元、ここに

相当なハトあるいはカラス、こういう鳥が飛来

をしまして、通常幾らやっても防ぎようがない

ぐらいあるんです。それで、この際、こういう

制度を積極的に利用して駆除をしろということ

でお願いしたんです。例えばＪＡの飼料倉庫と

近くの畜舎との間をカラスとかハトが行き来す

るわけです。当然考えられますよね、いろんな

ことが。それは断定ではありませんよ。しかし、

なかなかその駆除が難しいというんですね。

それで、これは極めて非情なことをお話をし

ますが、獣医さんに聞きましたら、今、畜殺やっ

ていますよね、ああいう類の薬品を飼料等の穀

物に浸して倉庫等に置けば、簡単に捕獲できる、

捕殺できると、こういうことがございましたが、

これはほかのものとの危険性がありますから、

そこは実施できないと思いますが、これからも

この問題については、猟友会だけではちょっと

不可能かなと思いますね。今のハトの繁殖状況

を見ますと。そのように考えております。ハト、

ほかの野鳥ですね。これをまずお聞きしたいと

思います。現場段階ではどんな動きがあるのか。

本当にやられているのかなと思って。現状では

対応に追われていますから、恐らく文書だけで

終わっているんじゃないかなと思っているんで

すが、いかがですか。

○森自然環境課長 有害駆除につきましては、

ここに記載しておりますように、期間の延長と

か許可の捕獲頭数の拡大とかそういったもので

お願いをしております。現在、28市町村中26の

市町村で、全域もしくは部分的でございますけ

れども、有害捕獲許可が出されております。残

りの２町村につきましては、有害捕獲班に畜産

農家の方がいらっしゃるという現実もありまし

て、実際に活動するのが難しいというようなこ

とがございまして、今のところ２町村について

は有害捕獲の許可が出ていないという状況に

なっております。ただ、カラスとハトにつきま

しては、委員おっしゃるとおり、薬物で殺せば

いいんじゃないかというお話もありますけど、

なかなか鳥獣保護法の面では捕獲のほうは難し

いということでございます。カラスが寄ってこ
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ないようにテグスを張るとか、そういう対策も

あるというようなことをお聞きしておりますの

で、農政水産部のほうと連携しながら、その辺

は農家の方に情報をお願いしているところでご

ざいます。

○福田委員 意外と私どもも対策の盲点かもし

れないと思っていまして、よく研究をしてほし

いと思います。

もう一点。これも口蹄疫関連でありますが、

エコクリーンプラザみやざきへの残渣の搬入を

お認めいただきまして、処理を１回か２回され

たかと思いますが、その状況についてちょっと

お聞きしたいんですが、どういう状況であった

か。

○福田循環社会推進課長 ここに報告いたしま

したように、５月31日から残渣関係を受け入れ

しておりまして、昨日までの実績でいいます

と、24トン余りの量が持ち込まれて処理をされ

ているというふうに聞いております。以上であ

ります。

○福田委員 まだわずかな量でありますから、

操業もまだ完全に稼働していませんから、これ

からかなりの量が出ると仮定した場合に、今の

エコクリーンですね、地域の問題等もあって重

要な役割を担わなくちゃいけないと思うんです

が、能力的に日常の処理、本来の処理に影響な

いかどうか、その辺をお聞きしたいんです。

○福田循環社会推進課長 この受け入れをする

に当たっては、事前に農政サイドから、１日ど

のくらいの量が入るかということも含めて協議

をいたしまして、最大20トンぐらい１日入って

くるということをお聞きしております。また、

入ってくるときの形態につきましても、例えば

血液あたりはおが粉とまぜて液体のまま入って

こないようにするとか、いろんな条件をつけて

おりまして、日常の一般廃棄物あるいは産業廃

棄物の処理に支障がないということで受け入れ

を行っております。

○福田委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

○十屋委員長 ほかございませんか。

○権藤委員 提出報告書の81ページ、エコクリー

ンプラザの資産の状況等でありますが、これに

つきましては、現在いろいろ問題があるにして

も、土地を含むあそこの施設設備、そういうも

のを見ようとすると、２でいいんでしょうか。

○福田循環社会推進課長 資産の部の（３）の

ところにありますその他の固定資産ということ

で、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬

具とございますけれども、そこに該当するかと

思います。

○権藤委員 ということは28億なんですかね、

具体的には。

○福田循環社会推進課長 28億5,900万余という

ことになろうかと思います。

○権藤委員 それから、今回の損害賠償との関

係なんですが、浸出水等の工事がやり直しみた

いな格好になるわけですけれども、この28億の

中に当然入っているわけですが、今、新たに改

造というか改善というかそういう工事をやって

いると思うんですが、以前の部分に改善した部

分というのは、今43％と書いてありますが、そ

ういう部分が100％になったときにはこの資産に

その分が上乗せされるわけですよね。

○福田循環社会推進課長 お手元の資料の委員

が御指摘になったところで、（３）のその他の固

定資産の中に建設仮勘定という項目があります。

ここが今、補強工事をやっております資産の部

分の価格になります。既に工事が終わっている

部分についてここに勘定を載せてありますので、
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今後工事が進んでいけば、この金額が上乗せに

なってくるということであろうかと思います。

○権藤委員 建設仮勘定は、建設途上の諸経費

を仮に固定資産と見なすようなやり方かなと思

うんですが、ここの金額が最終的には幾らにな

るんでしょうか。建設仮勘定は消えるかと思い

ますが、前の分と新たに追加工事を行った分で。

○福田循環社会推進課長 ここに計上されてお

りますのは、申しおくれましたけれども、市町

村分と公社の分の持ち分がございまして、公社

の持ち分がここに計上されております。工事自

体は、ただいま県と市町村で工事費を折半して

貸し付けておりまして、13億6,000万という貸し

付けを行っておりますので、そのあたりの金額

が今後工事が進めばなにがしか上乗せになって

くるというふうに考えております。

○権藤委員 それから、訴訟の準備云々という

ことなんですが、これについては、我々から見

ると、裁判がずっと続いて、最終的にはどうなっ

たんだろうというような感じが何年も何年も

たって起きるわけですよ。そういう意味では非

常に裁判そのものも難しいと思うんです。どこ

に瑕疵があったのか。難しいと思うんですが、

仮の話は余りよくないですけど、15億8,000万と

いう賠償が、仮に10億で成立した場合の資産表

示との関係がある部分とか、例えば塩処理シス

テム云々とかあるんですが、これは資産そのも

のが、裁判の結果、勝訴して仮に15億のうち10

億賠償しましょうとなったときには、この資産

との関係はどうなるんですか。その資産がその

分だけ減額されるのかどうかという部分が

ちょっとわからない。

○福田循環社会推進課長 委員御指摘のように

大変難しい裁判で、年数も長くかかるというこ

とになろうかと思いますが、損害賠償を勝ち得

た金額がこの中にどのように反映されるか、

ちょっと今、私、知り得ておりませんので、確

認をして御報告したいと思います。

○権藤委員 営業的なもので入ってくる収入が

入ってこなかったとか、あるいは被害を受けた

という流れのフローの部分と、資産を改善して

追加的な投資で資産の価値がふえたという部分

が、我々から見てもこの15億という大きな数字

ではわからないんですが、それは後でまた説明

いただくとして、この企業共同体は現在でも健

全な形なんですか。Ａ、Ｂ、Ｃありますが、Ｃ

の部分。

○福田循環社会推進課長 私ども訴訟に当たっ

て公社のほう、弁護士さんといろいろと相談を

していく中で、この３社あるうちの三井住友と

２社目につきましては、存在というか、きちん

と確認をしておりますけれども、３社目の竹盛

につきましては所在が不明ということで、今ど

のような状態になっているかは不明の状態とい

うふうに聞いております。

○十屋委員長 ほかございませんか。

○緒嶋委員 ちっとも聞きたくないんだけど、

林業公社、これは毎年御苦労されておるし、経

営方針とか第３期の経営計画に基づいていろい

ろ経営努力されておるということでありますけ

れども、長期借り入れなんかも、県の金を借り

て、市中銀行の借入金はできるだけ減らして金

利負担を軽くするということでありますが、80

数年後には経営は改善されますと、それを確証

する者がおるかどうかわかりませんけれども、

実際のところ、今、主伐採を抑えながら間伐と

か、いえば補助金的なものが入るので努力して

おるということでありますが、実際、経営的に

努力されておるのはわかるんですけれども、今

のまま行った場合、将来的に本当に80年後には
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経営は大丈夫かということになると、自信を持っ

て答えられる人はだれもおらんのじゃないかと

いうふうに思うんですけれども、今のところ、

極端に言えば、借入金ほど財産としての評価は

あるというふうに見ていいのですか。

○河野森林整備課長 先ほど報告しましたよう

に森林勘定353億ということで、昨年からします

と４億ほど減っているわけですが、主伐した部

分が167ヘクタールありまして、その部分を勘定

から除いたと。加わった分も、確かに保育をや

りますので保育の部分が加わっておると。その

差額が４億ということで出てきておるんですけ

れども、委員御存じのとおり、昨年は公社にとっ

て大変な逆風の１年間でございました。景気が

低迷する中で木材価格は過去最低の8,900円とい

うようなことで、私どもが見込んでいた額から

しますと伐採収入は約半分ぐらいしか得られな

かったと。

ただ、今後どうなるかという話ですけれども、

材価も年が明けまして回復の兆しもあります。

今１万300円ほどになっておりまして、去年の平

均からしますと1,400円ほど上積みをしているわ

けでございます。木材価格の回復に期待するわ

けでございますけれども、そればかりではなか

なかいけませんので、私どもも経営努力をしな

がら、もうかるような間伐、利用間伐にこれか

ら特に力を入れていきたいというふうに思って

おりまして、現在、長期の借入残高が339億円あ

るわけでございますけれども、ことしがピーク

でございました。来年からずっと減ってまいり

ます。借入金は今、県だけにお願いしておるわ

けですけれども、県の借入金についても、平成37

年になりますけれども、あと16年後ぐらいには

償還金が貸付金を上回るということで、県の貸

付金も順次減っていくということでございまし

て、精いっぱい努力しながら、平成80年には黒

字で終えたいというふうなことで取り組んでお

ります。以上です。

○緒嶋委員 今は、間伐した収入は全部林業公

社の収入になるわけですか。委託しておる人に

は間伐した代金というのは入らんわけですか。

○河野森林整備課長 間伐の分収につきまして

は、所有者の間では分収はやります。市町村の

分については20万円を上回った場合に交付する

ということでございまして、利益を出しながら

森林所有者の方には分収の交付を進めていきた

いと思っています。

○緒嶋委員 20万円というのは、別に面積とか

基準はなく、金額的に間伐の収入が20万円以内

ならば市町村には交付しないということですか。

○河野森林整備課長 １件当たりということで

ございます。

○緒嶋委員 それはうまく20万円以下で間伐を

するところをふやせば、公社の収入になるとい

うことですね。

○河野森林整備課長 これは22年度からの取り

組みでして、ごく最近、市町村からの御理解を

いただきながら、社員市町村からの支援の形で

こういうふうな取り決めを行ったということで

す。

○緒嶋委員 ただ、22万の間伐の収入を得るた

めのコストというのがかなりかかるわけですね。

これは補助金があるから間伐ができるというこ

とですか。

○河野森林整備課長 有利な間伐の補助制度、

最近では定額ということで工夫によっては丸々

できるというような制度事業もできております

ので、最大限そういった有利な補助事業を活用

しながら取り組んでいきたいというふうに思っ

ています。



- 14 -

○緒嶋委員 いずれにしましてもいろいろ知恵

を出していただいて、やはり個人の契約の中で

はなかなか歩合を変更するということはできん

だろうと思うんです。収益の中の歩合ならいい

けど、販売した価格の歩合で配分するわけでしょ

う。どうなっているんですか、基本的には。分

収の割合ですよ。

○河野森林整備課長 経費を差し引きました収

益の中の歩合ということです。

○緒嶋委員 それは個人の場合も同じですか。

○河野森林整備課長 個人の場合も同様でござ

います。

○緒嶋委員 いずれにしましても、やはり所有

者も、分収林を切っても経費を引けば収益とし

て残るのはないんじゃないかと、契約者の皆さ

んは大変不安を持っておるわけです。３万円を

超すぐらいのときの、あるいは２万台のときの

契約でありますので、今の１万を切っておるよ

うな時代では、とてもじゃないが作業道とか林

道が整備されていないところは、搬出経費、市

場経費を引かれれば契約者には収入としてはほ

とんどないというようなことでありますので、

借入金の金利も計算すれば、販売しても借入金

の返還もできんじゃないかということで、何の

ために分収にしたかわからんというのが契約者

の今の心配であります。長伐期にして本当に材

価が上がるのかどうか、また、長伐期にすると

木材が大きくなるので搬出に苦労するとか、い

ろいろ将来的な課題もあるわけです。そういう

ことを含めて、十分契約者の理解というか、お

互いの意思疎通を十分図りながら、今後の経営

についての方針等は皆さん方が納得するような

ものに今後とも努めていただきたいというふう

に考えますので、よろしくお願いいたします。

もう一つ、先ほど福田委員も申されました、

野生鳥獣がもう口蹄疫にかかっておるんじゃな

いかというような風評というか、心配をされて

おる方がかなりあるんですけど、実際、シカと

かイノシシの死体とか、病斑が出たような痕跡

というか、そういう感染事例はないということ

でありますが、その心配もないというふうに考

えていいわけですか。

○森自然環境課長 御承知のようにイノシシや

シカは偶蹄類ですので、口蹄疫に感染する可能

性があるということでございます。このため、

鳥獣保護員による巡回パトロールを強化してい

るところでございます。委員御指摘のように、

これまでその強化の成果といいますか、県内で19

件のイノシシやシカの不審な死体が報告されて

おりまして、ミイラ化とか白骨化した件数が２

件ございましたけれども、それ以外はすべて疫

学チームあるいは獣医師さんに検体をとってい

ただきまして、このうち、どうしても怪しいと

いう８件のサンプルを国のほうに送っておりま

す。６件が返ってきておりましてすべて陰性と

いうことで、今のところその結果は陰性と思っ

ております。検体を積極的に調べるということ

につきましては、野生動物を山に追い込んでし

まって拡散させるという逆の意味の危険性もは

らんでおりますので、私どもとしましては、畜

舎周辺に野生動物が近寄らないように、来たと

きにはわな等で捕獲をするような方法で今のと

ころ市町村と連携しながら取り組んでいるとこ

ろでございます。

○緒嶋委員 特に都農あたりはシカ、イノシシ

が多いというような話もよく聞くんですけれど

も、相当徹底して捕獲等も、あるいは畜舎等に

近寄らせないという努力をしなきゃ、確実に口

蹄疫が伝染しているかどうかというのは、結果

としてはなかなかわからんと思うんです。それ
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だけにやはり注意を喚起しながら、有害鳥獣の

捕獲制度の中で強力なそういう対応をしていた

だかんと、皆さん方が一番心配するのが、口蹄

疫はある程度ワクチンそれらで終息の時期はい

ずれ来るだろうけど、有害鳥獣は終息の時期と

いうのは、伝染すりゃ終息宣言なんかとてもじゃ

ないができんわけですね。それを一番恐れてお

るので、徹底して捕獲を強力にやるということ

に全力を尽くしていただかんと大変なことにな

るんじゃないか。今、口蹄疫が広まっておると

ころが終息するもの以上に、有害鳥獣も含めて

それにいかに神経をつなぐかというか、神経を

とがらすかというようなことを考えないと、終

息宣言したというのは豚や牛だけの終息宣言で

あって、有害鳥獣の終息宣言にはならんわけで

すね。仮にそれに伝播しておったということで

あれば。だから、これは徹底的に、有害鳥獣の

捕獲は、特に児湯を中心に相当努力していただ

かんと大変なことになるという自覚を持って努

力していただきたいと思いますけど、特に今後

において強力な対応をしようという動きは今な

いわけですね。

○森自然環境課長 委員おっしゃるように、野

生動物への感染というのが非常に危惧されてお

ります。積極的に奥山に向かって捕獲に取り組

むということにつきましては、逆にウイルスを

奥山に持っていくということも懸念されており

ます。したがいまして、国でも、有害鳥獣捕獲

したものを検体として取り上げて今後調べてい

こうというような取り組みが検討されていると

いうふうに聞いておりますので、そのような動

きに対しまして県としてもできる限りの協力を

していきたいというふうに思っております。

○緒嶋委員 それと、おが粉を埋却に利用する

というのは、どういう形で利用されるわけです

か。

○小林みやざきスギ活用推進室長 埋却地にお

きましては、雨水が掘られた底のほうにたまっ

たり、それから、牛・豚の体液、血液等が地表

に吹き出してくるといったようなことが言われ

ておりまして、それに対応しまして、牛、豚が

埋却された上の層に50センチほどの厚みでおが

粉をかぶせるような形で対応するということが

実験的に行われております。

○緒嶋委員 特に製材工場では、ここにもある

ようにおが粉の排出先がないというか、児湯な

んかは畜産農家がこういうことで全滅みたいな

ことですので。そうなると、製材工場の今後の

課題解決のためにもこれは積極的に、まだ今後

もかなり残っておるわけですので、おが粉を使

うような方向は決まっておるわけですか。

○小林みやざきスギ活用推進室長 現在、実験

的に実施されまして、ある程度体液等の吸着効

果があるのではないかということは結論として

は出ておりますけれども、まだ正式にそれをす

べての箇所でやっていくといったような決断は

なされておりません。

○緒嶋委員 効果があるということであればそ

れは即実行するのが、今は検討する段階じゃな

いと思うんですが、お互いの立場もあるので、

それを早目に使って、私も後でその他で言おう

と思うんですけれども、埋却した後の血液とか

においとか公害みたいなものが出てくる対策等

も含めて、環境森林部の責任の分野というのが、

終息した後の問題は、環境森林部が環境問題を

含めてどう対応するかと。そういう問題もある

ので、効果があるということであれば、一日で

も早くそれを使うように行政として積極的に努

力する必要があるんじゃないかと思うんですけ

ど、どうですか。検討ばかりしていても前に進
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まんのじゃないですか。

○小林みやざきスギ活用推進室長 現在、農政

水産部のほうとも打ち合わせをさせていただい

ておりまして、標準的に入れられるような方向

で調整を図っておるところなんですけれども、

いかんせん、都城ですとか新たに発生したとこ

ろについては、まず埋却が先決といったような

こともございますので、そういったような事情

もかんがみながら、できるだけ早急にそういう

ような方向で調整をさせていただきたいという

ふうに考えております。

○緒嶋委員 都城のことは立派にしておるから

いいけど、川南のことを私は言っておるわけで

す。そこ辺はやはり急がんと、まだ残っておる

のがその次の伝染の原因になっておるとみんな

が言っておるわけですから、ぜひそのあたりを、

今後どうするかということを早目に結論出して

取り組んでいかれる必要があるんじゃないかと

思いますので、これは部長のほうでも努力して

いただきたいということを要望しておきます。

○十屋委員長 その他の報告事項までちょっと

踏み込みましたけれども、まずは議案と報告事

項でお願いしたいと思います。その後に、関連

がありましたので、質疑いただきましたので、

まずそちらがあればお願いしたいと思います。

なければその他のほうに入りたいと思います。

○髙橋委員 １ページの報告第１号関係でお尋

ねしますが、産廃税と森林環境税、産廃税はト

ン当たり1,000円でしたか、森林環境税が均等割

以上の課税に500円、その辺の確認と、税収の動

向ですね、いろいろ口蹄疫問題出ていますけど、

恐らく税収はかなり落ち込んでくる宮崎県の今

後だと思うんです。貴重な財源でありますから、

今後動向はどうなるのか、簡単でいいですから

答弁いただくといいんですが。

○森自然環境課長 森林環境税につきましては、

均等割に500円、おっしゃるとおりでございます。

動向なんですけれども、昨年が２億8,000万程度

で、ことしも２億8,000万から２億9,000万ぐら

いということで見ておりまして、今のところは

横ばいで進むのかなというふうに感じていると

ころでございますが、今後の動向いかんでは補

正で落とすというようなことも検討していかん

といかんというふうに思っております。

○髙橋委員 住民税ですから、昨年度の所得で

すよね、基本は。恐らく23年度はこれ以上はい

かんと思うんですよ。落ち込むと思うんです。

そういう見方をしておったほうがいいのかなと

思います。私は、大事な、貴重な財源でありま

すから、使われ方もチェックもすべきだと思う

んです。細かなことを言いますけれども、考え

方だけ御答弁いただければいいと思います。

例えば、森づくりでこういう基金からお金が

補助されていますよね。いろんな団体がやって

いる。これは大変すばらしい事業ですので、ど

んどん推進していただきたいんですが、たまた

ま私、見かけたところで気になった点がありま

した。いろんな資材も購入されているみたいで

すけど、例えば山ぐわとか、聞きましたら、結

構高価な金額するんですよ。よく見たら高知の

土佐なんですね。あそこは刃物でああいうのは

有名ですから、個人的に買われるのは私は了と

しますけれども、団体であるいはこういう公金

で入ったお金で買われるのはいかがなものかな

と。次は地元の業者を選定して買ってください

ねと、私一言申し上げておきましたけれども、

その考え方を県としてどうお持ちなのかを答弁

ください。

○森自然環境課長 委員おっしゃるとおり、や

はり県内のものを調達するように今後も指導し
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ていきたいと思いますけれども、ボランティア

グループにつきましては、75％を上限に資材費

等々を助成しているところでございまして、今

後もその適正な使用・運用、それから出先機関

の検査等々を踏まえて、適正に使われていくよ

うに指導していきたいというふうに思っており

ます。

○髙橋委員 せっかく県民が納めた税金であり

ますし、県民が潤うような使い方をぜひ指導し

ていただきたい。私がたまたまお見受けした団

体は、意図的に土佐のものを買ったんじゃなく

て、お世話になった森林組合に、依頼した森林

組合がそういう取引があるみたいで、私も森林

組合は整理つかないのかなと思いながらお話を

したところでした。税収も伸びは右肩上がりで

きないと思うので、使い方も工夫していただけ

ればいいかなと思いますので、よろしくお願い

します。

○十屋委員長 ほかありませんか。

○福田委員 林業公社の財務諸表のつくり方の

関係ですが、貸借対照表の説明を受けますと、

この表からはそんなに危機感というのは出てこ

ないんですね。表面上の数字を説明なしで見た

場合には。以前にも私、特別委員会でお話をし

たんですが、現状は現状として、貸借対照表や

財務諸表に出てくる数字は、やはりお互いが危

機感を共有するために民間のビジネスで使って

いる手法を取り入れるべきではないかと。その

辺には森林勘定の表示の仕方の工夫があるのか

なというふうに考えるんですが、しかし、だれ

しも数字はきれいにつくりたいというのは、私

も自分でいろんな組織の財務諸表をつくってみ

てわかります。わかりますが、やはり危機感が

なくなってくるんではないかという気持ちがす

るんです。以前そういうお話をしたことがある

んですが、これは、一つの国が示した財務諸表

の林業公社のつくり方としてもこれでなくては

いけないとなっているんですか。どうですか。

○河野森林整備課長 現状では、この財務諸表、

森林勘定の考え方といいますか、取り扱いにつ

いては、国が示したもので全国統一して森林整

備法人が使われている諸表のあらわし方になっ

ております。以上です。

○福田委員 国が示したことがすべて正解とは

思いませんが、やはり今の時代ですから、現状

がよくわかる財務諸表、貸借対照表等をつくる

必要があるんじゃないかなと。何もそれをごま

かしているというんじゃないんですよ。僕らが

見た場合にこれは非常に立派な数字なんですよ。

ところが、実際説明を受けると、そういう問題

があるということで、内容はみんな知っていま

すから、わかるんですが、その辺は将来国当局

とも、お互いにこういう難しい問題、厳しい数

字というのは覆いたくなる心境になるんですが、

やはり危機感を共有するためにはぜひ民間の、

財務諸表はもともと民間のビジネスで使って

おったやつですが、公的なこういう団体にも入っ

てきておるんですが、検討してみてもらいたい

なという気がいたしております。これは要望で

ございます。

○権藤委員 ここで比較されておるのが、例え

ば78ページに収支予算書があるんですが、これ

で見てみますと、ことしの予算というのは、今

の福田委員と同じような考え方でのこの表の読

み方なんですが、１億600万円余の赤字が出ます

よという表示なのかどうかというところ。端的

な理解ではいかんかもしれませんが、ちょっと

御説明をいただきたい。

○河野森林整備課長 22年度は経営計画に沿っ

て187ヘクタールの伐採を予定していますけれど
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も、先ほど申し上げましたとおり、昨年が木材

価格が極めて悪い、史上最低の価格でございま

した。22年度の収支につきましても、その最低

の部分で試算をしておりまして、最悪のケース

で試算をしたということでございまして、１

億600万円ほどの赤字になるということです。

○十屋委員長 議案、報告事項はよろしいでしょ

うか。

○福田循環社会推進課長 先ほど権藤委員から、

将来、民事訴訟の損害賠償額がどのように取り

扱われるかという御質問がありましたけれども、

最終的には、損害賠償で得た金額は、先ほど言

いました資産等に上乗せされるものではなくて、

なにがしかの現金収入といいますか、そういう

形で財務諸表の中には上がってくるのではない

かというふうに思われます。

○権藤委員 例えば追加投資が15億8,000万あり

ましたね。そういうものの設備的な部分、それ

から塩処理システム云々とかいろいろありまし

たが、そういうもの等で、例えば運搬に費用が

かかったとか、市の下水道に入れるのに費用が

かかったとか、そういう部分が複合されて15

億8,000万じゃないかなと思うんです。あと、追

加勘定として５億なにがしかの建設仮勘定が

あったり、そういうものが追加的に支出をされ

る。設備面の部分と経費的な部分と合わせて15

億8,000万であれば、設備的なものについては、

どこかの時点で、前の設備が全然だめだったと

いったら、それをゼロにして新しく加えた設備

が機能するのであれば、そういう機能面での資

産の評価みたいなのがあってしかるべきかなと

いうふうに思うんです。そこに賠償金が入って

きたら、現金のフロー面だけで済むのかなとい

うそこら辺。ここで議論すると時間がかかりま

すが、以上で。

○十屋委員長 それでは、その他の報告事項に

移りたいと思いますが、何かありましたら。

○橋本環境管理課長 １点訂正をさせていただ

きたいと思います。先ほど私が御説明いたしま

した大気及び水質の測定結果についての訂正で

ございます。資料の９ページのところで、水質

の測定結果につきまして、砒素の基準を超えて

いる５河川７地点について、これにつきまして

はすべて飲料水、農業用水への利用はないと、

そのような御説明を差し上げたところでござい

ますが、正確には、飲料水への利用はございま

せん。農業用水につきましては、小丸川上流域

につきましては利用はされておりませんが、そ

の他につきましては、農業用水の指針に照らし

合わせまして、それ以下ということで利用され

ているところもあるということでございます。

大変失礼いたしました。

○十屋委員長 それでは委員の質疑を受けます。

○星原委員 その他の報告事項の中で、この口

蹄疫は、どこに原因があってどういう形で伝播

しているかちょっとわかりにくい中で、製材工

場等への対応ということで、運搬車両の消毒の

徹底を依頼してあるということなんですが、県

内の今、製材工場としての数はどれぐらいある

んでしょうか。

○小林みやざきスギ活用推進室長 現在、県内

の製材工場は179社ございます。

○星原委員 今、179社ということで依頼してあ

ると。じゃ、本当に車両を確実に消毒している

かどうかの確認とか、そういったものはされて

いるものなんですか。

○小林みやざきスギ活用推進室長 確認という

意味では特別なことはしておりませんが、お願

いをしておりますので、消毒していただいてい

るものと考えております。



- 19 -

○星原委員 なぜ聞くかといいますと、我々も

動けんものですから、確認はとれないんですが、

地域の中で、今回都城でも発生したんですが、

ある製材工場に県北から丸太を積んできてそこ

で加工する。製材する中で出るおが粉とかそう

いうのを発生農場は使っていた。そういう話を

聞くと、本当かどうかわからんわけですが、原

因としてそういうものもあるんじゃないかと聞

かれると、本当に消毒作業なんかが徹底して行

われているかどうかというところまでいかない

と、取り組みと書いてあるんだけれども、依頼

だけではちょっとまずいんじゃないかと私は

思っているものですから、お伺いしているんで

すが、そういう把握等はあるものなんですか。

なされていませんか。

○徳永山村・木材振興課長 お願いするととも

に、先ほど179社と言いましたが、そのうちおが

粉を生産している業者、いわゆる畜産用として

販売している製材業が86社あるわけですが、発

生した段階で、とりあえず巡回指導をやるとい

うことで、まず、その消毒の徹底を文書でお願

いし、直接もし、業界団体にもお願いをいたし

ました。あと、うちの職員のほうで巡回指導に

主なところは行きまして、確かにそこに消毒が

してあるかどうか等の確認もいたしますし、さ

らに、消毒ポイントを必ず通ってくださいとい

うお願いもいたしまして、工場内に入るときに

はその証明書を必ず確認するということで、今

の段階では徹底されているというふうに私は認

識しております。

○星原委員 この２番に関係してくると思うん

ですが、実は、児湯郡内の製材所のおがくずが

私どもの都城のほうに入ってきているような話

もあるわけです。というのは、向こうで使えな

いから余り過ぎて、多くなって処理に困る部分

と、経営的な面でどこかに販売しないと収入が

ないという面もあるのかなと感じて、そういう

意味で持ち込みがあるんじゃないかという話が

出ているのですが、私どもでは確認がなかなか

できないんです。だから、おが粉を出している、

あるいはどこかに移動しているところあたりの

把握をしてもらわないと、地域の中でいろんな

話があったとき、もし域外に出るときはこうい

う形で報告義務をさせていますよ、あるいはこ

ういうことでなされていませんよ、そういうこ

とはありませんよとか、そういうことが言える

ような体制がないと、農家の皆さん方は、どこ

どこに持ち込まれたとか、そこのを使っている

とか聞かれてくるんだけれども、我々がその辺

について、いや、大丈夫です、域外には出ない

ようにちゃんと指導してありますとか、ストッ

クするようにしてありますとか、経営面につい

てもちゃんとしたフォローがされているのでそ

ういう心配は要りませんよと、そういったもの

がなされてこないと、疑心暗鬼になっていてい

ろんな風評が飛び交っているんです。だから、

こういう取り組みということまで上げていらっ

しゃるなら、扱っている会社が86社ということ

であれば、そこから毎日生産されたものはどれ

ぐらいあって、ちゃんとストックがなされてい

る状況なのか。どこかに運べば、運んだ状況が

どれぐらいのトン数で運ばれているのか。そう

いったものが、86社ぐらいだったら、移動の範

囲の中の部分と範囲外の部分あたりに分ければ

掌握しやすいんじゃないかという感じがするん

ですが、そういう面での取り組みというのはさ

れていないんですか。

○徳永山村・木材振興課長 おが粉生産には製

材工場とおが粉を専門につくる業者、２つあり

まして、その流通としましては、製材業者が直
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接農家に持っていく方法、それから、販売業者

の人たちが製材工場からおが粉を買って農家に

運ぶ方法、農家からそこにとりに来る方法、大

体この３つのパターンがあるようでございます。

この発生があった段階で、これは西都・児湯地

区を中心なんですが、どういうルートでおが粉

が流れているというのは、ある程度聞き取り調

査を実施いたしました。児湯の場合はほとんど

管内で消化をされています。それだけ畜産農家

が多いですので、取引は大体児湯管内でおさまっ

ていると。一部児湯から宮崎地区、佐土原、新

富、田野あたりまで行っているのと、日向は養

鶏なんですけど、養鶏で行っている部分もあり

ますが、北諸にほんの一部ですけど流れている

と。そういうルートは我々なりに把握しながら

指導をやっているという状況です。しかし、そ

れも発生してから今はストップしております。

ストップしていますが、受け入れてもらえない

という現状がありまして、それでだんだんストッ

クがふえてきて、その後をどうしようかという

後処理で、先ほど説明しましたように、ストッ

ク場所の確保、バイオマス等への利用、埋却地

への利用を今進めているという状況であります。

都城にも発生いたしましたので、そういう体制

は都城で今後整えていきたいと。拡大しないこ

とを祈っているんですが、その体制を整えてい

きたいというふうに思っております。以上です。

○星原委員 今の説明で大体理解できましたが、

今後、関連する人たちが生活ができなくて厳し

い中でそういう問題が発生していくと思うんで

す。ですから、その辺をちゃんと把握して、フ

ォローの部分をぜひやっていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。

○十屋委員長 ほかございませんか。

○権藤委員 ５ページの（１）の③で、５月８

日に電話相談を始めたということなんですが、

勉強不足で申しわけないんだけれども、融資等

について、金利とか、相談があってどの程度応

じたのかというものが、１カ月ぐらい経過して

いると思うんですが、集約されておれば御説明

をお願いしたい。

○小林みやざきスギ活用推進室長 まず初めに

融資制度でございますけれども、こちらは県の

制度でございまして、中小企業融資制度の中に

口蹄疫緊急対策貸付というものを設けたもので

ございまして、４月28日から７月31日までを当

面予定しているところでございます。対象者に

つきましては、口蹄疫の影響によりまして、最

近１カ月間の売り上げが、それ以前の売り上げ

に比べまして減少している中小業者等を対象と

しているところでございまして、融資利率につ

きましては、1.7％から2.2％ほどということで

極めて低利のものになっております。けさ確認

できた段階では、おが粉の関係業者につきまし

ては、３業者ほどがこの融資の対象になってい

るのではないかというようなことを聞き取って

おりまして、３件で1,800万ほどというようなこ

とを伺っております。以上でございます。

○十屋委員長 ほかございませんか。

それでは、その他のその他に移ります。

○緒嶋委員 口蹄疫、一日も早く終息してほし

いんですけれども、先ほどちょっと言いました

けれども、埋却した後、悪臭なんかが現実に苦

情として今出ておるかどうか、その実態があれ

ばちょっと教えていただきたい。

○橋本環境管理課長 多くの牛、豚等を一度に

埋却しますので、私ども、悪臭につきましては

大変心配をしておりましたところでございます。

悪臭等が出ているというそのような話も聞きま

したので、まず、６月４日に私が新富町の現地
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のほうに出向いたところでございます。４カ所

ほど見させていただきまして、その中でやはり

においが何カ所かしたところでございます。新

富町におきましては、それに対しまして、石灰

等をまいた後、土等をかぶせるというような形

で対応されているところでございます。その後、

翌週でございますけれども、６月７日から８日

にかけまして、悪臭の専門家の方に東京のほう

からおいでいただきまして、川南町でございま

すが、現地の調査をしていただきました。やは

り悪臭がするということで、先ほどお話にも出

ておりましたけれども、体液が出てくると。そ

れが腐敗したにおいということのようでござい

ますが、それにつきましては、先ほどお話にも

ありましたとおり、おが粉によりましてかなり

体液の噴出は抑えられるというような効果も認

められるということもございますので、それら

によって対応すると。出たものにつきましては

石灰をまく。また、その上から土等をかぶせる

という形で現在は対応されているところでござ

います。

○緒嶋委員 恐らく梅雨が明けて気温が上がれ

ば、これは相当私は出てくるんじゃないかと思

うんです。そのことを含めて今後は悪臭という

か、その悪臭が将来出るだろうということで、

埋却場所の選定なんかで近隣の人が反対する一

因になっているんじゃないかというふうに私は

思うんですけれども、そうなりますと、今後何

年間かにわたって悪臭は、当然あれだけの量の

牛、豚を埋却するわけだから間違いなく出てく

ると思うんです。そのことについては、苦情は

できるだけないほうがいいんですけれども、そ

の解決については、行政の立場で、どうしたら

いいのかというのは、今から専門的な今言われ

たようなことを含めて検討しておかないと、こ

れは地域環境を守るという意味を含めて大変な

問題になるんじゃないかというふうに思います

ので、今後のことについては、専門家あるいは

そのほか薬剤的なものでも悪臭的なものを除去

する方法も恐らくあるだろうと思うんです。そ

ういうことを先手先手でできるだけ打っていか

なければ、川南なんかはどこへ行っても埋却場

所ばかりという感じですので、大変な問題にな

るというふうなことも考えられますので、その

あたりを今から十分検討していただきたいとい

うふうに思いますが、そのあたりの今後の検討

を始めておるという段階ではまだないわけです

ね。

○橋本環境管理課長 現在出ておりますにおい

と申しますのは、先ほど申しましたように体液

等のにおいというふうに考えられると思います。

今後、地中に埋められました死体の腐敗臭とい

うものが次の段階として考えられるところでご

ざいますが、これにつきましては、委員おっしゃ

いましたように、今後専門家の方々から御意見

いただきましたりなどいたしまして、あと、農

政、福祉保健部などとも協力いたしまして、な

るべく早目にその対応策を考えていきたいとい

うふうに思っております。

○緒嶋委員 それともう一つ、今度の口蹄疫は、

農業だけではなく、林業、商工業、すべての面

にわたって影響が直接・間接に出ているわけで

す。そういう中で、口蹄疫があれだけ発生した

ことで環境森林部関係の業界にどれだけ影響が

出たのかというのを、それぞれ各部ごとに集積

したものを出してこなきゃ、本当の全体の損害

というか被害というのは私はわからんと思うん

です。これがどれだけ関連業界に影響を与えた

かということ。それぞれの部である程度基礎的

なものをつかまえながら、国あるいは県等もい
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ろいろ今後の課題があるわけですので、そうい

う努力を、今から準備をしながらそこあたりま

で調査をして、この影響の大きさというものを

数字であらわす必要があるんじゃないかという

ふうに思うんですけれども、そのあたりの検討

は、終息が第一でありますけれども、私はぼつ

ぼつそれあたりもやはり考えていかなきゃいか

んのじゃないかと思うんですけど、そのあたり

をだれか何か考えがあれば。

○金丸環境森林課長 お話にあっておりますよ

うに、終息後の復興と申しますか、いろんな意

味でそういった支援が行政側から必要になって

くると思っています。私ども環境森林部としま

しては、お話にありました、まず埋却地におけ

る環境対策、これがやはり一番ではないかと現

時点ではそう考えておりまして、内部ではプロ

ジェクトチームをつくりまして、化学の職員と

かそういった専門的な職員を中心につくりまし

て、農政水産部あるいは専門の方々といろんな

意見交換等もしております。

また、今、緒嶋委員から御指摘のありました

ような対策につきましては、おっしゃいました

ように、今は何とか終息をさせることを優先的

に考えておりますが、今後、各部とも連携を図

りながらそういった作業も必要になってくると

いうふうに考えております。

○緒嶋委員 今言われたとおり、終息を急ぐと

いうのが絶対でありますけれども、将来的なこ

とも含めた部としてのあるべき考え方というの

はできるだけまとめて努力していただきたいと

いうふうに要望しておきます。

○星原委員 今、悪臭の問題とか出たんですが、

おがくずを使うということも出ましたね。そう

いう中で、これは試験してみないとわからない

んですが、話を聞いているところでは、木炭と

か竹炭、炭ですね、そういうのがそういう効果

を出すんじゃないかということで竹炭を持って

きた方がいらっしゃるんですが、消臭の部分で

の研究というか試験的なものはなされたことは

ないんでしょうか。

○徳永山村・木材振興課長 実は、試験的には

北海道での実績がありまして、あそこでは炭を

使って最終的なにおい対策をやったというのが

あります。相当効果があったということを聞い

ております。炭については、においを消すとい

うよりは、先ほど言いましたにおいを吸着して

体の中に持ってそれを離さないという役目があ

りますので、今後のにおい対策についてはそれ

も一つの方法じゃないかと考えておるところで

す。

○星原委員 それともう一点、ここにわなで追

い払いというので、実は先週、全然関係ない私

の地域なんですが、多分このわなでとったやつ

じゃないかと思うんですが、とったときには報

告するようになっているかどうかわからないん

ですが、皮と内臓だけを袋に入れて放置してあっ

たんですね、ある方の水路に。そういうので慌

てて調査したみたいなんですが、多分この時期

だと、わなとかそういうのでとらんとそういう

ことはできないというふうに思うんです。だか

ら、こうやって許可しているなら、この時期の

はどの地域で、シカならシカを、イノシシなら

イノシシを何頭駆除したとかそういう把握が、

通常はなされてなくてもいいんですが、こうい

う時期ですから、そういう報告はするようになっ

ているんでしょうか。地域がちょっと騒いだ時

期があったものですから。

○森自然環境課長 委員おっしゃるような報告

は私どものほうに入ってきておりまして、事前

に市町村にお願いしているのは、制限区域内で
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有害捕獲したものにつきましては、その場で差

しとめをしてすぐ埋却処分をするようにと。こ

ういう時期なものですから、なおさらそういう

ほうを徹底しようということで考えております。

数量につきましては、有害捕獲した数量という

のは必ず定期的に市町村が把握していることに

なっておりますので、我々もそれをまとめて集

計するというようなことになっております。

それから、補足をさせていただきます。先ほ

ど緒嶋委員のほうから御質問がありましたとき

に、８件の検体をとりまして６件を動物衛生研

究所に送付したというふうに申し上げましたけ

れども、残りの２件につきましては、家畜保健

衛生所のほうが送付する必要がないというふう

に認めたものでございまして、すべて陰性であ

るということを御報告させていただきます。

○徳重委員 児湯地区におが粉の専門業者がい

らっしゃるんじゃないかと思うんです。おが粉

専門の販売業者というのは何社ぐらいいらっ

しゃるものですか。

○徳永山村・木材振興課長 今、全県下でおが

粉専門というのは調べていないんですが、児湯

につきましては４社か５社、うちのほうで把握

しているところは４社。そこはおが粉だけをつ

くっている業者です。敷料として専門に。

○徳重委員 結局その業者さんは仕事がなくな

ると、ほとんどなくなると言っても過言ではな

いと思うんです。どういう対応を考えていらっ

しゃるんですか。

○徳永山村・木材振興課長 これから畜産が再

開できるかどうかの話もあるんですが、うちと

しましては、敷料を目的につくっておりますの

で、先ほど言いましたように、バイオマス関係、

ペレットとか乾燥用のボイラー等への利用を促

進していく必要があるかなと思っております。

それでも主力は畜産の敷料になると思いますが、

それ以外の活用、いろんな分野の活用を今後検

討していきたい、研究していきたいというふう

に考えております。

○徳重委員 その業者さんに対する補償という

んですか、家畜がおるがゆえに仕事がずっとあっ

てきたわけですね。家畜を国の命令によって淘

汰するわけですから、当然ある程度の補償とい

うのはあるべきだと思いますが、どんな状況な

んですか。

○徳永山村・木材振興課長 おが粉製造業者だ

けでなくて、ほかの分野のいろんな産業でも同

じような状況が起きておるんだろうと思います

ので、おが粉だけどうかするということは今

ちょっと頭にないんですが、その辺は今後全庁

的に検討していくことかなというふうに理解し

ております。

○徳重委員 先ほど来悪臭の問題も出ておりま

すが、30万頭近くの牛、豚を埋却するわけです

から、面積にしたら50町、60町と言われており

ますね。すごい面積に埋却されるわけですが、

当然、地下水汚染というのも考えておかなけれ

ば大変なことになるんじゃないかという気がす

るんですが、地下水汚染についての考え方につ

いてお伺いしておきたいと思います。

○橋本環境管理課長 委員おっしゃいますよう

に、確かに地下水につきましては心配されると

ころでございます。地下水につきましては、現

在、埋却地の周囲４カ所、埋却地を取り囲む４

カ所につきまして、まず、埋却前に地下水の採

水検査をやるということで関係の市町にお願い

をしてやっていただいているところでございま

す。今後は、定期的に３カ月なり４カ月に１回

程度採水検査をしていくということで、地下水

の状態を把握していきたいというふうに考えて
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おります。

○権藤委員 ３カ月、４カ月ごとにずっとやっ

ていかれる。何年ぐらい予定されていますか。

これが腐って地下水に流れていくというような

形になると思うんですが、私は何年かやっぱり

続くだろうと思うんですね。どういう考え方で

すか。

○橋本環境管理課長 埋却地につきましては、

家畜伝染病予防法におきまして、３年間は掘削

をしてはいけないということになっております。

そのため、３年間は埋却したままの状態が維持

されるということですから、少なくとも３年間

は採水をして測定していくということになろう

かと思いますが、その後につきましては、今後

どこまで採水をしていくのか。３年間やった上

で、少しずつ採水のポイントを絞っていって長

期的な把握をしていくことになろうかというふ

うに今のところは考えているところでございま

す。目安につきましては、３年間以上どれくら

いになるか今のところはわかりません。

○徳重委員 農家の牛舎なり豚舎の近くに、自

分の土地に埋めなさいということが基本的にあ

ろうかと思うんです。そうなってきますと、場

所というのが、どこでもいいのかというような

ことになるんじゃないかと、こういう気がして

ならないわけです。そうなりますと、これから

もまだ相当埋めなきゃならないという状況の中

で、私は、ある程度行政が、特措法もできたこ

とですから、やはり国が行政と一緒になって早

くそういった場所の選定を基本的に考えていか

なければ、農家の土地をと、あるいはその隣接

地をというようなことにしてしまうと、これは

また大変なことになると。ずっと周りの人が苦

しまなきゃならないということになるんじゃな

いかと、こう思うんですね。どうお考えですか。

埋却地の選定。

○十屋委員長 埋却地に関しては、環境森林部

ではなくて農政サイドで後ほどまた御質問いた

だけるとありがたいと思います。

○徳重委員 今申し上げますとおり、将来にわ

たって汚水あるいはそういった検査については

ずっと続けていかなきゃいけないんじゃないか

と、こう考えますので、そこ辺は十分検討をい

ただきたいと要望しておきます。

○橋本環境管理課長 委員のおっしゃるとおり、

測定の結果を見まして、今後また十分に慎重に

測定を続けていきたいと思っております。

それから、１点御報告でございますが、先ご

ろ都農町におきまして埋却地近くの井戸が濁っ

たという報告がございまして、それにつきまし

ては、農政、環境、関係の町と一緒に現地に出

向きまして採水検査をしたところでございます。

恐れておりました埋却による影響ということで

はございませんで、実はその埋却地の近くで穴

を掘ったと。それによって泥水等が出たという

ことがどうもその原因ではないかということが

わかりました。そのように、何か異状なこと、

心配なことが起こりました場合には、迅速に対

応していきたいというふうに考えております。

○髙橋委員 悪臭問題をいろいろと議論されて

いるわけですが、埋却のときに炭を入れたとい

う報告は聞いているんです。私たち、５月29日

に副知事に要請したときには、加えてＥＭ菌を

活用したらどうかということも要望して、検討

したいということでありましたが、環境対策の

ところでそういう議論なんかはされているんで

しょうか。

○橋本環境管理課長 ＥＭ菌につきましては、

実は新富町におきましてＥＭ菌を埋却地にまい

ていると、今そのようなことをされているとい
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うふうに伺っております。そのＥＭ菌の作用で

あるのかどうか、それは定かではないというこ

とでございますが、かなり悪臭は抑えられてい

るというふうに伺っているところでございます。

ですから、ＥＭ菌等につきましても、悪臭対策

の一つとして今のところ有効である可能性があ

るということかと存じます。

○髙橋委員 午後の農政水産部との議論にもな

るんですが、今回新規事業で埋却用地確保支援

事業というのがあって、埋却用地を確保した農

家に対して地代及び環境対策経費相当額を交付

ということになっているんです。ところがこの

前議論になったように、これは農家に環境対策

をしろということですよね。とてもじゃないこ

れは無理な話なんですよ。環境対策面では、環

境森林部のほうが農政にいろいろと進言しなが

ら、お金はもちろんやって、公が環境対策まで

やってあげないと、この事業の中身を見る限り

では、農家はこれ以上負担はできないがなとい

う思いがするところですが、その見解をしっか

り持ったものをお答えいただけないでしょうか。

今後環境対策をどうするんだというやつを。

○金丸環境森林課長 埋却地の選定あるいは実

際の埋却作業につきましては、これまで農政水

産部が中心となってやってきました。かなりの

埋却が進みまして、今後も埋却場所がふえてい

きますが、今出ております悪臭問題あるいは地

下水問題、こういったものについて、私ども環

境森林部の所管でございますので、私たちの出

番がやってきたという認識は持っております。

そのような認識のもとに、先ほども申し上げま

したが、内部でチームをつくりまして、関係団

体あるいは農政水産部との協議をしております。

その予算のお話がありました。この予算面が

どうなるのかというのは私どもも今定かではあ

りません。また、県と市町村の関係をどうして

いくのかということもございます。現実に埋却

をしている場所におけるいろんな監視活動につ

いては、市町村がかなりやっていただいている

というふうに聞いております。そういったこと

も含めまして、関係者が情報を共有しながら、

意見交換をしていきながら、できるだけ地元の

皆様によりよい環境を与えてまいりたいという

ふうに考えております。

○髙橋委員 最後にしますが、おっしゃったよ

うに環境対策がこれから大事になってくるわけ

で、72ヘクタールですよ、対象面積が。ある意

味、もうこれ以上農家に負担はかけられないと

思うんです。今後は行政がしっかり責任を持っ

て環境対策をやるという決意をぜひ、今言われ

たとおりだと思うので頑張っていただきたいと

思います。

○十屋委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。執行部の皆様にはお疲

れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後０時58分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました報告事項等の説明

を求めます。なお、委員の質疑は執行部の説明

がすべて終了した後にお願いをいたします。

○河野副知事 副知事の河野でございます。５

月26日付の人事異動の発令に伴いまして、私が

農政水産部長の事務を取り扱いますとともに、

永山総合政策課長が農政水産部参事兼務となり

ましたので、本日より環境農林水産常任委員会

に出席をいたしております。一方、本日、出席

を予定しておりました戸高農業改良対策監及び
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紺家畜産試験場長につきましては、現場での口

蹄疫対策に従事しておりますので、まことに申

しわけございませんが、欠席をさせていただい

ております。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

では、資料の説明に入ります前に、口蹄疫対

策の現状について説明を申し上げます。

今月４日にえびの市の制限区域が解除となり

まして、早期終息に向けて全力で児湯地域の防

疫対策に取り組んでいた矢先でございましたが、

９日は都城市、翌10日は日向市、宮崎市など、

これまで未発生の地域において疑似患畜が確認

をされました。ワクチン接種対象地域を越えて

の発生ということでありますが、発生後、直ち

に地元を中心に、殺処分の迅速化や消毒の徹底

など素早い防疫措置に取り組み、それぞれ翌日

には埋却を終えているところでございます。ま

た、昨夜11時に西都市でまた引き続き事案が発

生をしたわけでございますが、人繰りの関係で

岩﨑家畜防疫対策監がみずから参りまして、昨

夜のうちに殺処分を行いまして、この午前中か

ら埋却作業に取りかかっております。それぞれ

発生と同時に迅速な処理に取り組んでいるとい

うことでございます。

一昨日、政府の口蹄疫対策本部長であります

菅総理大臣に対しまして知事より、口蹄疫に要

する費用につきましては国で全額負担していだ

くよう強く要望しますとともに、本県産業の早

期復興に向けた支援につきましても重ねて要望

したところ、総理からは、「国家的な危機との認

識のもと全力で対応する」という心強いお言葉

をいただいたところであります。県といたしま

しては、国や市町村など関係機関・団体と連携

を図りながら、早期終息に向けた防疫対策の徹

底に取り組んでまいりますので、委員の皆様に

おかれましてもなお一層の御理解と御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

後ほど、口蹄疫に関しましては、畜産課長よ

り詳細につきまして説明をさせていただきます。

それでは、お手元の環境農林水産常任委員会

資料を１枚開いていただきまして、左側の説明

項目をごらんいただきたいと思います。私より、

本日御説明申し上げる内容のアウトラインを説

明させていただきます。

本日、農政水産部からは、Ⅰの議会提出議案

３件、Ⅱの議会提出報告２件、Ⅲの委員会報告

事項として２つの項目を予定しております。

右側の１ページをごらんください。議案第１

号「平成22年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」についてであります。今回の補正は、口蹄

疫に関する緊急対策に伴う補正でありますが、

ワクチン接種など、国の新たな防疫対策の実施

に伴い必要となる経費などをお願いするもので

あります。補正額につきましては、平成22年度

歳出予算課別集計表の中ほどの列でございます

が、一般会計の合計の欄にありますように、426

億2,153万円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、その右隣の欄で

ありますが、一般会計で887億8,562万9,000円と

なっておりまして、特別会計を合わせました農

政水産部全体の補正後の予算額は、一番下の欄

にありますとおり、892億2,174万円となります。

詳細につきましては、後ほど関係課長から説明

をさせていただきます。

次に、12ページをお願いいたします。12ペー

ジは、議案第５号「宮崎県離島漁業再生支援基

金条例を廃止する条例」についてであります。

これは平成18年度から実施されておりました国

の事業が、今年度から単年度ごとの交付金に変

更されることになりまして、基金設置の必要が
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なくなったため廃止するものであります。後ほ

ど水産政策課長から内容につきまして説明をさ

せていただきます。

次に、13ページでございますが、専決処分の

承認を求めることについてであります。まず、

報告第２号「平成22年度宮崎県一般会計補正予

算（第１号）」の専決報告であります。これは口

蹄疫に関する緊急対策に伴いまして、４月28日

に専決により７億4,207万7,000円の増額補正を

行ったものであります。補正の内容であります

が、防疫対策や資金融資に対する利子補給など

の経費を措置したものであります。

14ページをお願いします。14ページは、報告

第３号「平成22年度宮崎県一般会計補正予算（第

２号）」の専決報告であります。これにつきまし

ても、口蹄疫に関する緊急対策に伴い、５月12

日に専決により２億964万6,000円の増額補正を

行ったものであります。補正の内容であります

が、畜産農家の当面の生活資金に係る無利子融

資制度の新設や、家畜の出荷遅延対策などの経

費を措置したものであります。

次に、議会提出報告についてであります。15

ページをお願いいたします。21年度宮崎県繰越

明許費繰越計算書についてであります。これ

は、21年度に議会において御承認をいただきま

した繰り越し事業につきまして繰越額が確定し

ましたので、御報告を行うものであります。表

の一番下に記載しておりますとおり、農政水産

部全体では、20の事業で繰越額は65億3,299

万3,000円となっております。繰り越し事業の執

行につきましては、関係機関との連携を図りま

して早期完了に努めてまいります。

16ページをお願いいたします。ここから19ペー

ジにかけまして、県が出資をしております農政

水産部所管の２法人、社団法人宮崎県農業振興

公社と財団法人宮崎県内水面振興センターの経

営状況を記載しております。内容は後ほど関係

課長から説明をさせていただきます。

以上が議会提出報告であります。

次に、20ページをお願いいたします。委員会

報告事項でございますが、指定管理者制度の第

二期指定と口蹄疫の発生状況等について後ほど

関係課長から説明をさせていただきます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○上杉農政企画課長 それでは、一般会計補正

予算につきまして御説明をさせていただきたい

と思います。

お手元の常任委員会資料の２ページをごらん

いただきたいと思います。

みやざきの畜産再生・再スタート支援事業に

ついてでございます。

まず、１の事業の目的でございますが、今般

の口蹄疫の発生に伴い、農家の生産意欲の減退

や風評被害の拡大が懸念されているところでご

ざいます。このため、本事業においては、畜産

物の販売・ＰＲ対策などを強化いたしまして、

早急にそのイメージアップや販路の維持・回復

を図ることを目的としております。

次に、２番目の事業の概要についてでござい

ます。予算額は5,074万円、事業期間は平成22年

度のみで、事業主体は、県とＪＡ宮崎経済連で

構成しておりますみやざきブランド推進本部と

しております。

事業の具体的な内容につきましては、次の３

ページでございますけれども、フロー図をご覧

いただきたいと思います。フロー図の中ほどの

四角い囲みにございますように、生産者対策と

いたしまして「畜産産地再生支援事業」、流通販

売者対策といたしまして「みやざきの畜産物取
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引再生支援事業」、さらに、消費者対策といたし

まして「みやざきの畜産物販売回復支援事業」

の３つを柱立てしておるところでございます。

まず順番に、左側の産地再生支援事業におき

ましては、再生・再スタートに向けた決起大会

や消費拡大イベント、防疫対策研修会を開催す

ることとしております。次に真ん中の取引再生

支援事業におきましては、大都市圏の重点取引

先を対象としたトップセールスを行い、継続的

な取引を要請することとしております。さらに

右側の販売回復支援事業におきましては、メディ

アを活用した口蹄疫終息宣言の告知や宮崎牛指

定店などでのキャンペーン展開を行うこととし

ております。これらの取り組みによりまして、

農家の生産意欲の回復や本県畜産物の安定取引

の推進、信頼性向上に努めてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○山内連携推進室長 口蹄疫埋却地確保緊急対

策事業について御説明申し上げます。

お手元の常任委員会資料の４ページをお願い

いたします。

まず、１の事業目的でございますが、口蹄疫

発生に伴います埋却地の確保を緊急的に行うた

め、家畜伝染病予防法及び口蹄疫対策特別措置

法に基づき、殺処分しました家畜の埋却地につ

きまして、県農業振興公社が行う農地保有合理

化事業を活用して確保することにより、早急な

埋却作業の推進と感染拡大の防止を図るもので

ございます。

２の事業概要でございますが、（４）にありま

すように、平成22年度に県農業振興公社が埋却

地、農地でございますけれども、これを農地保

有合理化事業を活用して買い上げるために必要

な資金を、全国農地保有合理化協会から無利子

で融資を受けることに対しまして、県が損失補

償を行う場合の債務負担行為を設定するもので

ございます。対象面積は72ヘクタールを積算し

てございます。損失補償を行う借り入れの限度

額につきましては、（１）にありますように４

億6,100万円をお願いするものであります。なお、

関係市町におきましては、現在、共同埋却地の

確保など、この制度を積極的に活用した埋却用

地の計画的な確保が進められているところでご

ざいまして、県、公社一体となってこうした取

り組みへの支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

地域農業推進課からは以上です。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。資料の

５ページをごらんください。

まず、口蹄疫緊急防疫対策事業についてでご

ざいます。

５月19日、国の口蹄疫対策本部の新たな防疫

対策の決定を受けまして、ワクチン接種による

防疫対策に必要な経費につきまして５億円を追

加措置したものでございます。

２の事業の概要の（４）の事業内容にありま

すように、防護服や消毒剤、消石灰等の防疫資

材経費といたしまして１億6,630万円、②の重機

のリース代や防疫要員等の追加に伴う埋却経費

といたしまして３億3,370万円をお願いしており

ます。この結果、下の参考の表に示しておりま

すように、これまでの対策費と合わせまして総

額20億円というふうになってございます。

次に、６ページをお開きください。口蹄疫関

連対策といたしまして、新たに、県産稲わら等

生産供給体制緊急整備事業をお願いしておりま

す。右側の７ページをごらんください。一番上

に示しておりますように、本県における稲わら
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等の利用量の推計値は９万5,800トンとなってお

ります。その下の現状、平成21年度の欄にあり

ますように、このうち8,500トンが輸入稲わらと

なっております。このため、輸入稲わらを100％

国産稲わらに転換することを目的に、中ほどに

あります稲わら等利用拡大の内訳の欄にありま

すように、飼料用稲、飼料用米の面積拡大分7,000

トン相当と、主食用水稲のうち、すき込み、焼

却、敷料等合わせて飼料利用に転換分といたし

まして4,300トン、合計１万1,300トンを確保す

るため、右下にございます補助対象機械・施設

の欄に示します収穫調製を行う作業機械及び飼

料保管庫の整備を予定しているところでござい

ます。

左側の６ページに戻っていただきまして、２

の事業の概要ですけれども、予算額といたしま

して6,295万円、事業期間は平成22年度単年度と

しております。事業主体といたしまして、営農

集団や集落営農組織等を予定しているところで

ございます。

次に、８ページをお開きください。感染拡大

防止緊急対策事業についてでございます。国が

新たに定めました口蹄疫対策特別措置法に基づ

きまして、殺処分を前提としたワクチン接種を

行った家畜所有者に対しまして殺処分奨励金等

を交付するものでございます。

右側の９ページをごらんください。ワクチン

接種から経営再開までの経営支援対策について

でございます。右部分の一番上にありますよう

に、ワクチン接種から処分されるまでの日数に

応じまして、その期間の飼料代等を交付するこ

ととしております。次に、中ほどのワクチンを

接種した牛、豚の処分に対しまして、疑似患畜

として処分した家畜と同様に、家畜の月齢、血

統、能力、品種等をもとに評価した金額を奨励

金として交付することといたしております。さ

らに、埋却処理対策といたしまして、家畜の所

有者みずからが自己所有地等へ埋却を行った場

合、埋却頭数に応じて一定額を支払うこととし

ております。なお、このような事例につきまし

ては全頭数の１割程度というふうに見込んでお

ります。

左側の８ページに戻っていただきまして、２

の事業概要の（４）事業内容についてでござい

ます。①殺処分対策に係る奨励金といたしまし

て325億円、②埋却処理対策に係る分として４

億200万円、③飼養管理費に係る分として24

億2,400万円、総額353億2,600万円を計上いたし

ております。

次に、10ページをお開きください。埋却用地

確保支援事業でございます。家畜伝染病予防法

及び口蹄疫対策特別措置法に基づき殺処分をし

た家畜の埋却用地を確保した農家等に対しまし

て一定額を助成し、埋却用地の円滑な確保を図

るものでございます。

２の事業の概要ですが、埋却地につきまして

は、埋却後３年間は家畜伝染病予防法により立

入禁止となるため、１ヘクタール当たりの地代

相当額として年間16万円、適切な保全管理に要

する環境対策費といたしまして年間６万円を交

付することとしております。72ヘクタール

分、1,584万円を計上しております。事業期間は

平成22年度から26年度の５年間となってござい

ます。

最後に、右側11ページをごらんください。早

期出荷促進対策事業についてであります。口蹄

疫対策特別措置法に基づきまして、搬出制限区

域で実施する家畜の早期出荷に伴う価値の低減

分を助成し、蔓延防止の観点から緩衝帯の形成

を促進するものでございます。



- 30 -

２の事業概要の（４）の事業内容にあります

ように、①の枝肉価格の低減等に対する補てん

では、搬出制限区域内の家畜頭数を牛で１

万4,000頭、豚で１万5,000頭として、畜種ごと

に国が現時点で示しております単価を乗じて61

億6,600万円を計上しております。②の保管調整

費への助成につきましては、出荷された食肉処

理場における食肉の保管調整費として、輸送保

管料、冷凍庫借料として５億円を計上しており

ます。なお、この早期出荷対策につきましては、

国の事業であります消費安全対策交付金を活用

する予定でございますが、現在、交付単価や交

付方法等詳細が国において協議されておるとい

う段階でありまして、具体的な支援状況は明ら

かになっていないところでございます。

畜産課は以上でございます。

○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の常任委員会資料の12ページをお開きく

ださい。議案第５号「宮崎県離島漁業再生支援

基金条例を廃止する条例」につきまして御説明

させていただきます。

当議案は、１の廃止の理由にありますとおり、

宮崎県離島漁業再生支援基金の廃止に伴い、不

要となります宮崎県離島漁業再生支援基金条例

を廃止するため、宮崎県離島漁業再生支援基金

条例を廃止する条例の制定を行うものでござい

ます。

この基金ですが、延岡市の島浦町における離

島漁業再生支援交付金事業を実施するに当たり

まして、国から交付される交付金の受け入れの

ために設置されたものでございます。しかしな

がら、今年度から当事業が基金方式から単年度

交付金方式に変更されたことから、その必要性

が失われたものであります。なお、当基金につ

きましては、21年度末までにすべて事業費とし

て取り崩しておりまして、残額はゼロとなって

おります。なお、施行期日は公布の日としてお

ります。以上でございます。

○山内連携推進室長 続きまして、社団法人宮

崎県農業振興公社の経営状況について御報告を

申し上げます。

常任委員会資料の16ページをお開きください。

まず、１の公社の沿革並びに２の組織につきま

しては記載のとおりでございますが、３の出資

金等につきましては、（１）にありますように、

県が３分の１を出資いたしました出資金6,000万

円と農地の事業基金の総額３億3,700万円、さら

に（３）でございますけれども、農業後継者育

成基金協会との統合により引き継ぎました農業

担い手確保育成基金９億6,950万円の基金であり

ます。

次に、17ページの４の事業についてでありま

す。公社の事業は大きく４部門から成ってござ

います。

まず、（１）の農地部門は、規模を縮小する農

家等の農用地等を一たん公社が中間保有し、認

定農業者等に利用集積する農地保有合理化事業

を核にいたしまして、農地の面的集積とか耕作

放棄地の再生整備を実施しております。

（２）の担い手部門は、農業担い手確保育成

基金の運用益と国・県の補助事業等を活用いた

しまして、就農希望者への相談活動や研修事業、

認定就農者の技術習得に必要な資金を無利子で

貸し付ける事業を実施しております。

（３）の畜産施設部門は、畜産担い手育成総

合整備事業の事業指定機関といたしまして、草

地・飼料畑等の造成整備や、家畜ふん尿処理施

設、畜舎等の施設整備などを実施しております。

（４）の新農業支援部門につきましては、多

様な農商工連携の取り組みを進めるため、昨年
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度新たに設けた部門でありまして、農業法人等

が取り組みます農商工連携活動のコーディネー

トなどを行っております。

また、参考にありますように、（１）の長期保

有地につきましては、農地保有合理化事業で買

い入れたものの売り渡すことができていない公

社保有農地でございまして、ピーク時の昭和63

年度には56ヘクタールほどございましたが、21

年度末の保有量は0.8ヘクタールとなっておりま

す。

次に、（２）の一般正味財産期末残高につきま

しては、平成21年度の当期一般正味財産増減額

が1,400万円余の黒字であったことから、１

億1,700万円余に増加しております。

それでは、公社の平成21年度事業報告及び平

成22年度事業計画につきまして御説明申し上げ

たいと思います。

お手元の「平成22年６月定例県議会提出報告

書」をお願いいたします。ページは129ページで

あります。１の事業概要は、ただいまの説明と

重複いたしますので省略いたします。２の事業

実績につきましては、農地の買い入れが計画よ

りも少なかったものの、（２）の担い手支援部門

関係事業、（３）の畜産施設部門関係事業、さら

に、次の130ページの新農業支援部門関係事業な

ど各事業につきましては、おおむね計画に沿っ

た実績となってございます。

次に、131ページをごらんください。３の貸借

対照表（１）の総括表でございます。表の右端

の中ほどの資産合計は39億1,936万円余で、その

３つ下の負債合計は24億1,249万円余となったこ

とから、正味財産合計は15億686万円余となって

おります。

132ページをお開きください。（２）一般会計

でございます。Ⅰ、資産の部の１の流動資産合

計は、中間保有しております用地が中心で17

億6,842万円余、２の固定資産とあわせまして、

一番下の資産合計は28億2,599万円余でございま

す。

133ページをごらんください。Ⅱの負債の部の

１、流動負債は、畜産施設等整備などの工事が

年度末までかかりましたことから、３月末時点

で未払いであったもので、合計は９億4,131万円

余となってございます。２の固定負債は、農地

の買い入れ経費や退職給付引当金などで、合計

は13億8,079万円余となっていることから、その

下の負債合計は23億2,211万円余となっておりま

す。この結果、当期の一般会計の収支をあらわ

します表右側、下から２番目の正味財産合計の

増減は2,067万円余のプラスとなっております。

134ページをお開きください。（３）就農支援

資金貸付事業特別会計でございます。Ⅰ、資産

の部の主なものは、（２）その他固定資産で、認

定就農者研修資金貸付金7,394万円余でございま

す。Ⅱ、負債の部の主なものは、２の固定負債

の資金貸し付けの原資となります長期借入

金9,011万円余で、当期の収支をあらわします表

右側、下から２番目の正味財産合計の増減は200

万円余のマイナスとなっております。

135ページをごらんください。（４）基金事業

特別会計でございます。Ⅰ、資産の部の主なも

のは、中ほどの（１）特定資産の農業担い手確

保育成基金で、投資有価証券と定期預金で運用

しております。一方、負債の部は、事業未払い

金27万円余でありますことから、下から２番目

の正味財産合計は10億448万円余となっており、

表右側、当期の正味財産合計の増減は1,814万円

余のプラスとなっております。

136ページをお開きください。４の正味財産増

減計算書（１）総括表でございます。公社事業
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活動に関連いたします１、経常増減の部（１）

経常収益の計は、右側合計欄の11億8,434万円余

でございます。それに対します（２）経常費用

の経常費用計は11億7,471万円余で、その下の当

期経常増減額は963万円余となっており、これに

退職金積み立てなどの２、経常外増減の部を加

味いたしました当期一般正味財産増減額は1,454

万円余となっております。また、出資金や基金

等のⅡ、指定正味財産増減額は、下から４行目

の右端にありますように2,227万円余のプラスと

なっております。

平成21年度の事業報告は以上であります。

続きまして、ページが飛びますけれども、143

ページをお開きください。平成22年度の事業計

画書につきましては記載のとおりでございます

けれども、公社は、昭和35年の発足以来、時代

が求める農政サービスを担う組織といたしまし

て、農地等担い手の支援に取り組んでまいった

ところでございます。平成22年度は、昨年12月

に施行されました新たな農地制度改革の普及定

着にあわせた農地の集積とか耕作放棄地の再生

整備、さらには担い手対策や農商工連携を総合

的に支援する機関として活動を強化していくこ

ととしております。

次に、144ページの３の収支予算書であります。

収支は、（１）の総括表、右端の合計欄の下から

３行目の当期収支差額は、3,529万円余のマイナ

スとなっております。

なお、145ページから148ページにつきまして

は、会計別の収支予算書となっておりますので、

説明は省略させていただきます。

以上で、社団法人宮崎県農業振興公社の経営

状況についての報告を終わります。

○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます。

財団法人宮崎県内水面振興センターの平成21年

度事業報告並びに平成22年度の事業計画につい

て御説明いたします。

常任委員会資料の18ページをごらんください。

センターの概要でございますが、１の沿革、２

の組織につきましては、記載のとおりになって

おります。３の出捐金でございますが、基本財

産3,000万円のうち1,500万円を県が、残りを市

町村、社団法人シラスウナギ協議会、内水面漁

業協同組合連合会、各内水面漁協が出捐してお

ります。

次に、19ページの下の表をごらんください。

（１）に、センターの主な事業の一つでありま

すウナギ種苗の供給実績の推移をお示ししてお

ります。平成21年度の供給量ですが、148キログ

ラムと、不漁となりました平成16年度及び平成19

年度を下回る数量となっております。

次に、その下の（２）の表ですが、センター

の設立当初、暴力団等の排除のために予想外の

経費を要し、多額の債務が生じたために、平成11

年度から、事業の効率化や役職員の削減により

ます経費の節減等の経営改善に取り組んでまい

りました。その結果、ピーク時には５億円を超

えておりました正味財産赤字額ですけれども、

平成21年度末には1,200万円にまで削減されてお

ります。

それでは、「平成22年度６月定例県議会提出報

告書」の149ページをお願いいたします。

２の事業実績から御説明させていただきます。

まず、（１）内水面の増養殖用種苗の採捕・供給

等に関する事業についてでございます。これは、

大淀川及び一ツ瀬川におきましてウナギ種苗の

採捕を行い、県内養鰻業者に供給する事業でご

ざいます。平成21年度のセンターのウナギ種苗

採捕量は148キログラム、採捕収入は7,655

万2,000円となっております。（２）内水面にお
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ける秩序維持対策に関する事業につきましては、

河川の巡回パトロールを実施し、河川環境の監

視を行うとともに、密漁情報の収集等を実施し

たところでございます。（３）内水面におきます

水産動植物の違法な採捕及び流通の防止に関す

る事業については、大淀川と一ツ瀬川及びその

周辺の河川等におきまして県が行う取り締まり

活動の補助的業務、また、ウナギ稚魚の取り扱

いに関する条例に基づきます書類調査等を実施

したところでございます。

150ページの（４）内水面における水産動植物

の保護培養及び環境保全に関する事業ですが、

資源の保護・培養のためにアユやウナギの放流

などを実施したところでございます。

続いて151ページをごらんください。３の貸借

対照表でございます。まず、Ⅰの資産の部でご

ざいます。資産合計は、現金預金の流動資産1,208

万円余と基本財産等の固定資産１億4,600万円余

の合計で、表の中ほどより下になりますけれど

も、１億5,809万円余となっております。次に、

Ⅱの負債の部でございます。負債合計は、県信

用漁業協同組合連合会からの短期借入金等の流

動負債１億5,460万円余と退職給付引当金1,562

万円余の合計で、表の一番下になりますが、１

億7,023万円余となっております。

次に、152ページのⅢの正味財産の部でござい

ます。ただいま御説明いたしました資産合計か

ら負債合計を引いた正味財産の合計額が、下か

ら２行目になりますが、マイナス1,214万円余と

なっております。以上の結果、負債及び正味財

産合計額は、資産合計と同額の１億5,809万円余

となっております。

続きまして、153ページの４の正味財産増減計

算書について御説明いたします。

まず、一般正味財産増減の部でございます。

１の経常増減の部でございますが、（１）の経常

収支の合計額は、表の中ほどにありますように

１億6,647万円余となりまして、その内訳の主な

ものは、種苗販売事業収益、県からの受け取り

補助金、同じく県からの受託金収益となってお

ります。（２）の経常費用としましては、ウナギ

種苗採捕事業等の各種事業に係る事業費が１

億2,189万円余、次のページになりますが、セン

ターの運営に係るその他の管理経費であります

管理費が※3,805万円余となります。その合計額

ですけれども、表の下のほうにありますように

１億5,275万円余となっております。この結果、

当期経常増減額は1,372万円余となっておりま

す。

続いて、２の経常外増減の部でございます。

経常外収益につきましては、シラスウナギ協議

会からの債権放棄による400万円となっておりま

して、その他経常外費用はございませんので、

当期経常外増減額は、次のページの中ほどより

上になりますが、400万円となっております。こ

の結果、当期経常増減額と当期経常外増減額を

合計しました当期一般正味財産増減額につきま

しては1,772万円余となり、一般正味財産の期末

残高は、前年の期末残高に当期の増減を加え、

マイナス9,214万円余となっております。

次の指定正味財産増減の部につきましては増

減はございませんでしたので、指定正味財産の

期末残高は、期首残高と変わらず8,000万円のま

まとなっております。

一番下の欄になりますけれども、これら期末

残高を合わせた正味財産全体の期末残高につき

ましては、1,214万円余のマイナスとなっており

ます。

156ページの５の財産目録につきましては、説

※37ページ右段に訂正発言有り



- 34 -

明は重複しますので省略させていただきます。

次に、157ページをごらんください。平成22年

度の事業計画並びに収支予算書についてでござ

います。今年度の事業につきましては、養鰻業

や内水面漁業の振興を目的としまして、２の事

業計画に記載している事業を実施することとし

ております。

次のページの３の収支予算書についてでござ

います。Ⅰの事業活動収支の部につきましては、

事業活動収入を１億7,821万円余と見込み、事業

を実施する計画でございます。事業活動収入の

主なものとしましては、中ほどにあります種苗

販売事業収入を9,700万円と見込んでおります。

また、その下の補助金等収入につきましては、

補助金3,289万円、委託料4,359万円余の合

計7,648万円余を計上しております。

２の事業活動支出としましては、事業支出の

１億2,124万円余と、次のページの上から５行目

になりますが、管理費支出の3,461万円余を合わ

せ、表の下のほうにありますとおり、１億5,585

万円余の支出を見込んでおります。これらによ

ります事業活動収支差額は2,236万円余となりま

す。

Ⅱの投資活動収支の部につきましては、退職

給付引当資産取得支出としまして236万円余を計

上しており、次のページ、160ページの上ですけ

れども、投資活動収支差額はマイナス236万円余

となる見込みでございます。

最後に、Ⅲの財務活動収支の部につきまして

は、県からの借入金償還の一部としまして、年

度末に１億2,300万円を県信用漁連から借り入れ

ることとしております。また、その下にありま

す借入金返済支出１億4,300万円につきまして

は、年度当初の県信用漁連への返済に充てるも

のでございます。これらによります財務活動収

支の差額はマイナス2,000万円となり、これが今

年度の債務の圧縮額となります。予備費につき

ましては計上されておりません。以上でござい

ます。

○上杉農政企画課長 続きまして、委員会報告

事項について御説明をさせていただきたいと思

います。お手元の委員会資料の20ページをお開

きください。指定管理者制度の第二期指定につ

いてであります。

対象施設につきましては、日南市南郷町にご

ざいます宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場

のエントランスガーデン及びトロピカルガーデ

ンとなっております。地図で説明いたしますと、

上の図が総合農業試験場亜熱帯作物支場の全体

図になります。海岸線の国道に面したところに

オレンジで「道の駅」なんごうがございますが、

その両側に対象施設がございます。詳しい図面

につきましてはページ下のほうにお示ししてお

ります。

次のページをごらんいただきたいと思います。

２の第一期の管理運営実績についてでございま

す。まず、（１）の指定管理業務の概要でござい

ますが、施設運営の効率化、県民サービスの向

上などを図るために、平成18年４月１日から平

成23年３月31日までを期間といたしまして、「道

の駅」なんごう管理運営協議会を指定管理者と

して、②にございますような敷地内の清掃等の

業務を中心に実施してきたところでございます。

当該施設の中にある、日南市が設置しておりま

す「道の駅」なんごうの指定管理者でもある当

該「道の駅」なんごう管理運営協議会により、

清掃や樹木の管理が効果的になされているとこ

ろであり、年間約20万人の方々に利用されてい

る状況となっております。

次に、３番の第二期の募集方針（案）の概要
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についてでございます。業務の範囲につきまし

ては第一期と同様の内容となっておりますが、

指定期間につきましては、県のほとんどの指定

管理施設と同様、平成23年４月１日から26年３

月31日の３年間とし、基準価格につきましては、

第一期の管理実態などを十分に検証した結果、

年額141万6,000円としたところでございます。

次に、22ページの（５）の資格要件から23ペー

ジの（８）のリスク管理、責任分担までにつき

ましては、第一期と同様になりますので、説明

は省略をさせていただきたいと思います。

最後に、４のスケジュールについてでござい

ますけれども、先日６月２日に第１回の選定委

員会を開催いたしまして、第二期の募集案につ

いて委員の皆様から了解をいただいたところで

ございます。本日、常任委員会で報告をした後、

７月９日から募集を開始しまして、10月中旬に

第２回の選定委員会を開催した後に、11月議会

にて御審議、議決を経て指定管理者を指定した

いと考えております。

説明は以上となります。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。委員会

資料の24ページをお開きください。宮崎県口蹄

疫防疫対策本部における主な取り組み経過等に

ついてでございます。

まず、口蹄疫の発生と殺処分の状況等につい

てでございますが、別紙の速報６月13日終了分

までというのがございますが、これの裏面をご

らんいただきたいと思います。口蹄疫発生状況

のまとめでございます。６月13日現在の289例目

までの状況でございます。処分対象頭数は19

万7,718頭で、殺処分頭数が16万7,840頭でござ

います。進捗率が84.9％となっております。ま

た、１にありますように、これまでの防疫措置

終了農場は258農場でございまして、全体に占め

る割合が82.5％となっております。

一方、３にありますように、未殺処分農場が27

農場でありまして、２万5,769頭が残っている状

況でございます。下のほうにワクチン接種の状

況を示しておりますが、ワクチン接種対象頭数

が合計で12万5,577頭であり、うち接種済み頭数

が12万5,550頭となっております。また、ワクチ

ン接種後、疑似患畜になったものが４万7,527頭

おりまして、ワクチンの接種対象の処分頭数が

７万8,050頭となります。このことから、一番下

にありますように、処分対象の全頭数は27

万5,768頭となっております。

そのほか、発生状況の地図等をつけておりま

すけれども、ごらんいただきたいと思います。

もとに戻っていただきまして資料の24ページ

をごらんいただきたいと思います。２の対策本

部の主な動きでございます。主な項目のみ説明

をさせていただきます。

４月20日に第１例が発生いたしまして、県対

策本部を設置し、移動制限や搬出制限区域を設

定しますとともに、関係各機関への情報提供等

を行ったところでございます。

翌21日には、本部長を知事に変更し、第１回

県対策本部会議を開催しております。なお、こ

れまで５回の対策本部の開催をしておりますが、

毎回、十屋委員長または河野副委員長にも御出

席をいただいておるところでございます。

28日には、えびの市での発生を受けまして、

新たな移動制限区域と搬出制限区域を設定して

おります。

５月17日には、山田農林水産副大臣を本部長

といたします国の現地対策本部が県庁内に設置

されまして、翌18日には知事が非常事態の宣言

を行ったところでございます。

22日からは、新たな防疫対策といたしまして、
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移動制限区域内におきましてワクチン接種を開

始したところであります。

６月４日には口蹄疫対策特別措置法が公布・

施行されております。また、この日、えびの市

においては清浄性が確認され、移動制限が解除

されたところでもございます。

10日には都城市高崎町で、翌11日には宮崎市、

日向市、西都市で疑似患畜が確認され、新たに

移動制限区域と搬出制限区域を設定しておりま

す。

13日には、西都市尾八重地域において清浄性

が確認され、移動制限が解除されております。

続きまして、要望活動等の状況でございます。

４月27日に知事と県議会議長が農林水産省への

要望を行っております。29日には、来県された

山田農林水産副大臣に対しまして要望が行われ

たところでございます。その後、５月に入りま

して、赤松農林水産大臣や原口総務大臣等に対

しましても意見交換や要望が行われてきたとこ

ろでございます。

次に、25ページでございます。６月１日には

鳩山総理大臣が来県され、生産者を交えて意見

交換会や要望が行われております。さらに12日

には菅総理大臣が来県されておりまして、関係

市町との意見交換や要望がされたところでござ

います。

次に、４の県議会への報告と予算編成につい

てでございます。４月26日には全員協議会と環

境農林水産常任委員会で１回目の御報告をさせ

ていただいております。その後、口蹄疫関連対

策といたしまして、４月、５月に２回の補正予

算を専決しております。５月28日には全員協議

会で状況報告させていただきまして、同日の臨

時議会では81億円余の補正予算を議決いただい

たところでございます。また、今議会におきま

しては、426億2,000万円余の補正予算を提案さ

せていただいておるところでございます。

次に、５の口蹄疫に対する主な防疫対応等に

ついてでございます。①の制限区域が設定され

ている市町を記載しております。移動制限区域

につきましては記載のとおり５市10町でありま

して、搬出制限区域については６市８町となっ

ているところでございます。次に消毒ポイント

の設置状況でございますが、県運営の消毒ポイ

ント33カ所を初め、県全体で240カ所の消毒ポイ

ントが設置されているところでございます。次

に、現在の患畜等の手当金の概算払いの状況で

ございます。申請件数が63件で、申請額が20

億6,000万円余となっており、このうち支払い済

み件数が39件で、支払い額が14億7,000万円余と

なっておるところでございます。④の防疫作業

の延べ従事者数でございますが、国や都道府県

などの多くの関係機関から動員をいただいてお

りまして、総合計約８万6,000名というふうに

なっております。

次に、26ページをお開きください。口蹄疫疑

似患畜及びワクチン接種家畜の殺処分等につい

てでございます。

①には、川南町を中心とした地域の疑似患畜

の処分状況を記載しております。この地域の処

分対象頭数は約19万7,000頭、処分頭数が16

万7,000頭となっており、処分割合が84.8％と

なってございます。次に、同地域のワクチン接

種分でありますが、接種後疑似患畜になったも

のは除いておりますが、対象頭数が７万8,000頭

で、処分頭数は約9,000頭というふうになってご

ざいます。

次に、②のえびの市を中心とした地域でござ

います。４農場の発生により、牛350頭、豚320

頭を処分が終了しておりまして、清浄性確認調
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査を経て６月４日には移動制限を解除したとこ

ろでございます。

次に、③の都城市を中心とした地域でありま

す。６月９日に高崎町の肥育農家で疑似患畜が

発生し、翌日の午後までには殺処分・埋却が終

了したところでございます。

次に、（２）の今後の処理計画についてであり

ます。疑似患畜分につきましては、６月20日を

目標に処分を進めていく計画であります。また、

ワクチン接種分につきましては、日向市は６月12

日に処分を終了しておりますが、その他の市町

につきましては、６月30日を目標に処分を進め

ているところでございます。

次に、農場の経営再開までの流れと支援措置

についてでございます。まず、①の疑似患畜発

生農家につきましては、肉用牛を例にとって説

明させていただきます。27ページをごらんくだ

さい。肉用牛農家の経営再開と支援措置につい

て示しております。

図の中ほどでありますが、まず、家畜評価額

の交付についてであります。口蹄疫の発生が確

認され、処分が終了後、家畜評価額の全額が交

付されます。交付方法につきましては、資料に

記載してありますとおり、家畜の月齢に応じて

一定の額を速やかに概算払いすることとしてお

りまして、最終的には、家畜評価額と概算払い

額の差額を精算払いすることとしております。

次に、その下の経営支援互助金についてであ

ります。患畜、疑似患畜として殺処分された農

場におきましては、新たな家畜の導入後も直ち

には販売収入を得られないことから、再開前に

経営支援互助金が交付されることになります。

なお、家畜防疫互助基金の非加入者に対しまし

ては、加入者の２分の１相当額が交付されるこ

ととなっております。

資料の26ページに戻っていただきまして、一

番下のワクチン接種農家の支援措置についてで

ありますが、これにつきましては、先ほど補正

予算の項で説明させていただいたとおりでござ

いますので、省略させていただきます。

次に、28ページをお開きください。口蹄疫対

策特別措置法についてでございます。

Ⅰの趣旨にありますように、口蹄疫に起因す

る事態に対処するため、口蹄疫の蔓延を防止す

る措置、生産者の経営や生活の再建支援等の特

別措置を規定したものでございます。

Ⅱの概要にありますように、一般車両等の消

毒義務、患畜・疑似患畜以外の家畜の予防的殺

処分、死体の焼却または埋却の支援、無利子融

資など家畜の生産者等の経営再建等のための措

置、このほかにも、法に基づきます口蹄疫に対

処するための費用の国による負担などに関する

ことが定められておるところでございます。

Ⅲの施行期日等でありますが、公布・施行は

平成22年６月４日であります。同法は24年３月31

日までの時限立法となっておるところでござい

ます。

次に、29ページをごらんいただきたいと思い

ます。口蹄疫に係る国庫及び県単独事業等の一

覧を事業名ごとに示しておりますので、参考に

していただきたいと思います。

口蹄疫関係の報告につきましては以上であり

ます。

○鹿田水産政策課長 先ほどの内水面振興セン

ターの御報告の中で誤りがありましたので、修

正をさせていただきたいと思います。

議会提出報告書の154ページの上から９行目の

管理費でございますが、先ほど3,850万円余と御

報告いたしましたが、正しくはこちらに記載さ

れておりますとおり3,085万円余となります。大
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変失礼いたしました。

○児玉畜産課長 先ほどの最後の29ページの口

蹄疫対策に係る国庫及び県単独事業の一覧です

が、都城地区分についてはこれには反映してご

ざいませんので、その旨を御了解いただきたい

と思います。

○十屋委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。まず、議案、それから報告事項等について

質疑を求めたいと思いますが、口蹄疫の中でか

なり絡んできますので、そのあたり整理をして

いただいて、その他の報告事項とごっちゃにな

らないようにお願いしたいと思います。ちょっ

と区別がつかないところが出てくるかと思いま

すけど、まずはこの説明資料の中からの質疑を

お願いしたいと思います。

○髙橋委員 午前中の環境森林部のときも悪臭

問題で議論になったんですけれども、10ページ

の埋却用地確保支援事業で地代と環境対策の経

費相当額を交付しますよということになってい

ますね。先ほどの説明では、地代で16万、保全

で６万という説明だったわけですが、保全の６

万がどの程度できるのか。午前中の議論では、

悪臭対策で農家までその負担が課せられるのか

ということもあって、行政で全面的にそういう

対策をとるべきじゃないかということを話をし

たところなんです。どの程度までこの保全を想

定していいのか。御説明を再度お願いしたいと

思います。

○児玉畜産課長 埋却用地確保対策事業の環境

対策といたしまして、木炭とかおがくず等での

消臭対策等を５年間助成していくこととなって

おります。

○髙橋委員 今おっしゃった５年間の対応でと

められないところも、土地によって、埋却した

ところによってやっぱり差があると思うんです

よ。埋め方にもいろいろとあるんでしょうけれ

ども、悪臭がとめられないところはしっかりと

行政でフォローしていくのかどうか、そこの確

認をお願いしたいと思うんです。

○児玉畜産課長 現在も国のほうから専門家を

派遣していただきまして、先週ですか、川南町

あたりの調査をしていただきまして、悪臭対策

等に有効な手法等の検討を行っていただいてお

るわけでございます。今後とも悪臭対策につい

ては対応していかなきゃならないだろうという

ふうに思っております。

○髙橋委員 殺処分と埋却を優先的に今やって

いるわけですから、悪臭対策はその次というこ

とになるんでしょうけれども、今後のことで大

事なこともあるものですから、周辺のいろんな

対策等も必要ですので、しっかりそこはやって

いただきたいと要望したいと思います。

○福田委員 大変大きな金額の対策費を組んで

いただいておりまして、生産者段階では、まず

はこの数字を見て安心をしておるんじゃないか

と思います。御労苦に感謝を申し上げたいと思

うわけでありますが、まだ全く見通しの立たな

いことでありますから、予算の編成等について

も随分御苦労があったと考えるわけであります。

まず、稲わら関係ですが、これは当然、輸入

粗飼料に頼らない畜産ということで大事なこと

でありまして、緊急整備事業を組んでおられま

す。この中で比較的簡単にできることといいま

すのは、主食用の水稲関係もありますが、すき

込みですね。一時は、本県においては、早期水

稲地帯が特に主でありましたが、コンバインに

カッターを100％セッティングしまして、全部刈

り取りと同時に細かくカッティングして水田に

放置すると、こういう方式を私自身もやってき

ましたが、作業の利便性からやってまいりまし
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た。しかし、こうなりますと非常に粗飼料は貴

重でありますから、ぜひこのすき込みを―２

万5,000トンございますね、あるいは焼却、こう

いうものを粗飼料として利用するという方法は、

結束機等の切りかえによって案外お金をかけな

くて済む問題でありますから、ぜひオール県庁

で取り組んでほしいと思います。これが１点。

それから、次、11ページの早期出荷促進対策

事業です。新たな発生でまたいろいろ考えが変

わってくると考えるわけでありますが、66億円

という大きな金額が計上されておるわけです。

当然、国の方針からすると、空洞化策としてこ

れぐらいの金額が要ると考えておりますが、状

況が変化してまいりますから、こういう大きい

予算等に一つの目標だけで設定をしますと、議

会の議決もありますが、非常に動きがしづらい

ですから、比較的柔軟性を持った予算の対応を

してもらいたい。こういうふうに考えておりま

す。総額ではそう大きくはみ出すことはないと

思いますが、いろんな事態が、展開が変わって

くると思いますから、その辺に臨機応変に対応

してもらう予算の執行を、議会としてはそうい

うことを言うのはおかしいんですが、専決もお

願いしているわけですから、ぜひ臨機応変にやっ

てもらいたいと、こういうふうに考えておりま

す。大変な御労苦をいただいておりますから、

よけいなことは申し上げませんが、ぜひ実務面

において効果の出るような執行をお願い申し上

げたいと、このように考えております。副知事、

いかがですか。

○河野副知事 御指摘のとおり、どのように進

展していくか見えない部分もございますが、ま

ずは農家の方の安心という意味を含めて全体的

な予算を組ませていただいたところであります。

御指摘も踏まえて柔軟に機動的に対応してまい

りたいと考えております。

○福田委員 どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。あとは健康に留意して終息まで頑張って

ください。

○権藤委員 ８ページから９ページにかけまし

て、ワクチン接種のことを農家の皆様へという

形で説明をしておるんですが、ここの考え方と、

それから、最初に農場単位で患畜、疑似患畜が

出た場合の殺処分の考え方とは同じというふう

に、対象の種類がいろいろあろうかと思います

が、基本的には考え方は同じと考えていいかど

うか。

○児玉畜産課長 ワクチン接種畜と疑似患畜と

の補償の考え方ですか、補償の考え方につきま

しては、基本的には同じであります。疑似患畜

につきましては、家伝法に基づいた殺処分手当

金が支払われますが、ワクチン畜につきまして

は、それと同様に評価した殺処分奨励金という

ものが支払われます。それから、疑似患畜につ

きましては、家畜防疫互助基金の中から経営支

援互助金が支払われますが、ワクチン畜のほう

につきましては、別途の事業で経営再開支援金

が支払われるということで、基本的には同じよ

うな助成になるかと思っております。

○権藤委員 新聞その他で報道されるのを読ん

で若干わからない点は、国と県の間で最後の詰

めができていないようなニュアンスがあるんで

すが、それは理由はどういうようなことなんで

しょうか。

○上杉農政企画課長 恐らく御指摘いただいて

いますのは、例のワクチン接種分につきまして、

今般、特別措置法（特措法）に基づきまして補

てん金が払われるという話がございます。これ

の財源につきましては、特別措置法におきまし

ては、国が全部または一部を負担するといった
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その「全部または一部」の部分につきまして、

実は先週の金曜日でございますけれども、その

負担割合を決める政令が閣議決定されると伺っ

ていたんですけれども、それが延び延びになっ

て、あした火曜日閣議決定されるやに伺ってい

たんですけれども、きょう国会で農林水産委員

会がございましたけれども、あしたもなかなか

状況的には関係省庁の調整が厳しい状況で、場

合によってはまた先送りになるような議論が国

会で行われていたというふうに伺っております。

そういう点で国と県の負担割合がまだ決まって

いないのかというふうに考えております。

○権藤委員 疑似患畜の殺処分については、私

の理解するところは、全額に近いものが補償さ

れるというふうに個人的に理解しているんです

が、ワクチンの部分と違うのかなという端的な

疑問があって、そこの部分がいまだにずっと来

ているのかなと。それが特措法の細則等ではっ

きりうたわれるのが、先ほどの説明のように延

び延びになっているのかなと思うんです。

○上杉農政企画課長 御指摘のとおりだと思い

ます。疑似患畜部分は、家畜伝染病予防法に基

づきまして、本来５分の４までしか国が面倒を

見てくれないと。今まで５分の１が穴があいて

いたわけですけれども、今回は特別に特交措置

をいただいて、その分についても措置をいただ

いて５分の５になるということになっておりま

す。片やワクチン接種のほうにつきましては、

特措法に基づきまして、殺処分する家畜の評価

額全部、要するに５分の５を見るという状況に

なっております。ただ、その負担割合がまだ決

まっていないだけですので、農家からしてみれ

ば５分の５もらえることには変わりはないとい

うことでございます。

○権藤委員 それについての県と国の意見の最

終調整は、閣議を経て細則がオープンになるま

では図れませんよという解釈でよろしいんです

か。

○上杉農政企画課長 県のほうの考えは、ワク

チン接種の当初から、これは国の決定に基づい

て行うものでございますので、前総理または今

の総理も含めまして、前農林大臣、今の農林大

臣にも全額持ってくれという話は再々にわたっ

てしております。ただ、国と県というか、むし

ろ国の内部の関係省庁の間で負担の割合につい

てまだ決着していないという状況でございます

ので、県としては言うべきことは再々にわたっ

て言っているという状況でございます。

○徳重委員 埋却処分のことについてお尋ねし

たいと思います。昨日はほとんど埋却されてい

なかったようですが、この後、ワクチン接種の

分が大半ですが、９万8,000、約10万頭近くの埋

設をしていかなきゃならないということですが、

まずは、埋却地というんですか、土地の確保の

状況を教えてください。

○山内連携推進室長 ワクチンの接種分につき

ましては、接種後、疑似患畜になったものを除

きますと、約25ヘクタールほど埋却地が必要と

いうふうに試算してございます。これにつきま

しては、各市町とも農場ごとに埋却地の確保計

画を定めまして、先ほど御説明申し上げました

農地保有合理化事業を活用した共同埋却等によ

り、作業の効率化もあわせて進めようとしてご

ざいます。確保の状況でございますけれども、

同意がとれない場合とか、あるいは水が出たと

きなどを想定いたしまして、先ほど申し上げま

した試算による必要面積を超えて、各市町とも

数カ所から10数カ所の共同埋却地を中心に候補

地を選定して、現在、周辺までの同意の取りつ

けに全力を尽くしているというような状況でご
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ざいます。

○徳重委員 努力されていることはよく理解を

いたしておりますが、新しく発生しているとこ

ろも多々あるようでありますし、ウイルスがた

くさんおるということは明白なんですね。いず

れにしても一日も早く埋却しなきゃいけないと

いうことになりますと、目標が定められないと、

ずるずるいったのではいけないんじゃないかと。

６月20日をめどにということでありますが、可

能性はあるのかどうか。きょうはもう14日です

ね、あと１週間でこれらの処分が可能なのかど

うか。

○永山農政水産部参事 疑似患畜分につきまし

ては６月20日までに終えようということで国か

らの提案をいただきまして、十分話し合いをし

て、それぞれの首長さんとも話し合いをして、

用地についてまだ不確定な部分が多少ございま

すけれども、おおむね現在の考え方としては６

月20日までにいけるというふうに考えておりま

す。ただ、問題は天気のぐあいでございまして、

ここは、けが等の関係もありますので、事故等

の関係もありますので、無理やりやるというわ

けにはいきません。ただ、現時点においては６

月20日までに、疑似患畜分約３万頭弱ですけれ

ども、これについては処理が終わるという計画

で進めております。さらにワクチン接種分につ

いても、共同埋却地を効果的に利用すること等

によって６月中には終えるということで進めて

まいりたいというふうに考えております。

○徳重委員 これは大変な作業だろうと思いま

すが、ぜひこれをやっていただくことしか収束

させることはできないと、こう思います。６月

中となるとあと20日近くあるわけですね。その

間、ワクチン接種されたものからウイルスが外

に出るということはまず100％ないと理解してい

いものでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 ワクチンの接種家畜に

つきましては感染の防御はできません。ただし、

水疱等の発症等についてはかなり抑えますので、

水疱等の発症がなければ、水疱等からウイルス

が飛散するということでございますので、ワク

チン接種した家畜からウイルスが飛散されるこ

とはかなり低減されるというふうに考えており

ます。

○徳重委員 100％というわけにはいかないんで

すかね。

○岩﨑家畜防疫対策監 100％と言われますと非

常に答えにくいんですけれども、かなりウイル

スの飛散は抑えられておりまして、現在、接種

した家畜からの病性診断は激減しております。

きのうぐらいからほとんど病性診断の症例がご

ざいませんので、そういう意味ではワクチンは

一定の効果があっているというふうに考えてお

ります。

○緒嶋委員 本当に御苦労をされておることに

感謝申し上げたいと思いますけれども、処分対

象全頭数の評価において生産農家と今後におい

てトラブルになるということはないわけですか。

生産農家の評価額どおり、農家というか協議会

で評価されるわけで、そういう手順を踏めば、

これで農家と牛、豚の評価についていろいろと

トラブルになってこういうことがうまく進まん

ということになると、またこれは大変なことに

なると思うんですけれども、生産農家の牛、豚

の評価と国、県の評価は大体話は一致しておる

というふうに理解していいんですか。

○児玉畜産課長 家畜の評価につきましては、

評価の基準をつくっておりまして、各市町村を

通して処分の前にお示しをしております。評価

以外の部分につきましては、それぞれ個別協議
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という部分も出てこようかと思いますけれども、

一応今聞いている範囲では理解は得られておる

というふうに認識をしております。

○緒嶋委員 大変それはありがたいことで、そ

こがうまく進まんと大変なことになるだろうと

いうような心配もしておりますので、そういう

努力は感謝申し上げたいと思いますが、県の種

牛の評価はどうなるわけですか。

○押川農政水産部次長 種牛の評価はまだやっ

ておりませんけれども、今後やっていってどう

いう形で申し上げていくのか、その辺も検討し

ていかなきゃいけないのかなというふうに考え

ております。

○緒嶋委員 これはなかなか難しいところだろ

うと思いますけれども、適正な評価というのは、

生産というか、種牛になるまでの費用というの

は莫大なものがあるので、十分考えていただき

たいと思いますけれども、相手が国であります

ので、余り無理も言えない点もあるのかなとい

うふうに思っておるところでございます。今後

において、20キロの範囲内でうまくおさまれば

いいんですけど、都城のようなこともあるし、

また日向の心配もあるというようなことである

ならば、最悪の場合も想定したシミュレーショ

ンも当然頭の中には持っておられるというふう

に理解していいわけですか。ちょっと言葉が抽

象的でありますけれども、場合によってはワク

チンまで使うということもあり得るのかどうか

ということです。

○押川農政水産部次長 今回、都城で発生した

というような状況がございます。また、搬出制

限のところで発生したというところもございま

す。こういった事例につきましては、現在のと

ころ、首長さんとも十分話しながら、どういっ

た対応をしていったらいいかというような考え

方で進めておりますけれども、いずれにいたし

ましても、特措法の関係もございますから、や

れるだけの範囲の中で対応していくと。ですか

ら、蔓延させない措置をどういう形でとったら

いいかというものを十分検討しながら対応して

いくという形にしていきたいというふうに考え

ています。

○緒嶋委員 それと今度１次から４次補正まで

すると、総計で540億ぐらいになるのかなという

ふうに思ったところですが、今のその予算で27

万5,000頭の評価も含めて何とか今のところ、当

面ですよ、今後市町村の経費をどうするかとか

いろいろ出てくると思いますけれども、当面の

ところ、この27万5,000頭の分についてはこの予

算で対応できるというふうに理解していいので

すか。

○上杉農政企画課長 今、27万頭ぐらいの積算

で出しておるわけですけれども、冒頭申し上げ

ましたけれども、例の国と県の負担割合の問題

がございます。その辺で仮に県のほうに出せと

いう話になった場合には、当然そこで穴があい

てしまうことになるかと思います。あと、その

他、御指摘のとおり、今後また市町村の消毒ポ

イントなどに要する経費がございますので、そ

ういったものをどう整理していくのかといった

ところが課題としてなっております。

○緒嶋委員 今度の予算はほぼ国庫支出金で賄

われるようになっておりますけれども、副知事

がおいでですが、市町村の分を含めて特別交付

税で対応するというような話もあるんですけど、

そのほうの話というのは今のところ進んでおる

わけですか。12月に何とか交付税で見るという

ようなあれですが、これは副知事に一番力を尽

くしていただかにゃならんと思うんですが、そ

のあたりの市町村の負担分についてもこの約540
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億の中で対応できるわけですか。

○上杉農政企画課長 市町村部分につきまして

は、先ほど申し上げました消毒に要する経費と

かその辺の取り扱いが、今、国のほうが言って

いますのは、例えば、県で事業を仕組んで、国

２分の１、県２分の１といった形で一たん県で

面倒見て、その分の県の負担はどうするのかと

いうところは決まっていないところはあるんで

すけれども、いずれにしましても、今まで総理

でありますとか大臣が来られて、地元には迷惑

をかけないと、市町村には迷惑をかけないと、

県には迷惑をかけないという話をしております

ので、その辺をしっかり約束を守っていただく

ということで、細かい詰めを今後やっていくと

いうふうに考えております。

○緒嶋委員 そのあたりを市町村とも連携をと

りながら、どれだけそういう意味の経費が要っ

たのか、それを明確にしながらやらんと、今後

において、最初の全額を見るというのと、半分

しか見ないじゃないかとか、３分の２しか見な

いじゃないかと、市町村間での考え方と国、県

の考え方とのそごというか、考え方、判断の仕

方等も相当変わってくるんじゃないかという気

がします。口蹄疫そのものが、日本にない病気

が入ってきたわけです。これはいえば国家の防

疫体制が不備であったということも言われるわ

けです。そういう意味ではこういうのは当然国

がすべて見るべきだ。また、国の防疫体制が完

備していなかったと、そういうことも言えるわ

けです。これは地方の責任で防げるものじゃな

いわけです。国が病気を入れなければ防げるわ

けですから、そういう意味では、当然、国に応

分の負担というか100％の負担を強く求めるの

は、逆に言えば県としての責任だというふうに

私は思うんですけれども、そのあたりは国との

対応ですが、総理大臣も来た明くる日には「や

めます」と。「全力を尽くします」と言って、今

度かわられて菅総理大臣が来たというのはあり

がたいことですけれども、その感触というのは

十分受け取っておられますか、国が100％見るん

だという感触を持っておるかどうかということ。

○河野副知事 これまでも総理または大臣のほ

うから、国のほうで全額見ますと、地方に実質

的な負担をさせないということで言葉をいただ

いておるところでございます。その中で、万が

一国庫で対応できない場合には特別交付税で全

額を明確に措置をすると、12月なりに明確に措

置するということで総務省でも対応していただ

いておりまして、その中で国のほうで今調整を

していただいておるところでございますが、基

本的にそういう形で、国のほうで地方に実質的

な負担がないように国費で負担していただける

ものと考えております。

○緒嶋委員 これは県議会のほうでも強く今後

とも要請していかなきゃならんし、執行部とも

タイアップして努力していかなければならない、

我々にも責任の一端がある意味ではあるんだと

いうような自覚を持って、このことについては

議会としても対応するように我々も努力してい

きたいと思いますので、執行部側はさらなる努

力を重ねて、今のところ、直接的な被害と、ほ

かの商工業、関連産業、それ以外を含めた被害

額というのはまだ全然見えんわけですね。それ

まで含めてある程度国に、直接的な被害だけで

はなく、関連産業に対する被害も含めて支援し

てもらうという姿勢を打ち出していかなければ、

宮崎県の経済は、畜産農家を支援することだけ

では今までの体制は整えられんのじゃないかと、

そういう気がしますので、さらに広い意味での

支援策も含めて国に強く要請をしてほしいと。
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これは全庁的な中でそういう数字的なものも上

げていかんと、被害額がどれだけかというのも

今のところだれもわからんわけですね。そうい

う意味では、各部を超越して総力戦で、どれだ

け本当に被害があるのか、風評被害も含めてそ

ういうものも積算を、今後終息した段階では十

分そのあたりを目指して努力していく必要があ

るんじゃないかというふうに思うところでござ

いますが、副知事、そのあたりはどうお考えで

すか。

○河野副知事 菅総理が今回いらしたときにも、

地域経済全体の再生に向けた支援についてもお

願いをしたいということで強く要望しておりま

して、これにつきましても、総理のほうでしっ

かり受けとめていただいたものと考えておりま

す。農業のみならず幅広い産業分野で影響が出

ておるというふうに認識しておりますので、私

どもその辺の状況をよく踏まえながら、今後国

とも連携して対応してまいりたいと考えており

ます。

○星原委員 11ページの早期出荷促進対策事業

ということで教えていただきたいと思います。

これまで皆さん方本当に長い期間御努力いただ

いているところですが、なかなか終息しない状

況の中でもあります。そういう中で、緩衝帯の

中にある牛を都農のミヤチクの処理場で処理す

るような形の話が出ておったんですが、話を聞

いていると、１日60頭ぐらいあるのになかなか

処理されない。そういう面からこの事業ができ

たのかどうかというのがまず１点と、今のその

部分の処理の状況はどういうふうになっている

んですか。

○児玉畜産課長 早期出荷についてであります

けれども、これは、新しい防疫対策が決定しま

して、移動制限区域内のワクチン接種とセット

で、その周囲の10～20キロの搬出制限区域内の

牛を空にして緩衝帯をつくるというような考え

方で出たものでございますが、実際にはミヤチ

クの屠場あたりの処理能力から考えますと、と

てもじゃないけれども短期間でやれるような数

ではないということ等もありまして、現状とい

たしましては、なるべく密度を薄くするために、

出荷適期を迎えた牛あるいは適期を過ぎている

牛を優先的に出荷しておるというようなことで、

まだこれ自体、先ほど申しましたけれども、国

の支援策が十分見えていない段階でございます

ので、そういった牛から優先的に出荷している

というような状況でございます。

それから、ミヤチクの現在の状況でございま

すけれども、５月の30日から６月の２日ぐらい

にかけて４回ほど出荷をしてございますけれど

も、なかなか販売先がないということで、現在

一たん閉めておりまして、今後、購入先との調

整がつけば出荷を開始したいというふうに考え

ております。

○星原委員 今は中止の状況ということなんで

すが、しかし一方では、処理していかないとか

なり厳しいんじゃないかというふうに思うんで

す。状況に応じた牛から順次処理していく形が

一つあると思うんですが、農家で出したいとこ

ろがあれば、低減分の助成があるとかいろんな

形がうまく見えてきて、それにあわせた形で出

していこうという形のところがあれば、それに

は応じていくということですか。

○児玉畜産課長 まだ交付単価等がはっきり示

されていないものですから、早期出荷自体は

ちょっと難しいかなと思うんですけれども、適

期を迎えたものとかあるいはおくれているもの、

そういったものについて出荷をしていくことは

推進していきたいというふうに考えております。
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○星原委員 この事業に関連するかどうかなん

ですが、今度都城で出て、都城の高崎のミヤチ

クも今中止していますね。この辺のところのや

り方をどうしていくかというのは非常に微妙な

ところかなというふうに思うんです。まだ今、

何日もたっていないからすぐに再開というのは

難しいかもしれませんが、しかし、何らかの方

法をとっていかないと、これから宮崎の枝肉が

上がるかどうかというのは、肥育農家の人たち

からついこの前まで聞いている範囲では、影響

があって枝肉価格が安くてどうしようもないと

いう話はずっと聞いていたところなんですが、

もし再開されたときには、その差額分あたりは

国のほうで買い取りの話も聞いたりしているん

ですが、買い取るということになっても今度は

ほかの問題も出てくるんじゃないかという気も

するんです。だから、差額分と、保管とかそう

いうのもこの対策事業の範囲に入っていくのか、

そういうものは別な形で今後見ようとしている

んですか。

○上杉農政企画課長 先ほど畜産課長からあり

ましたけれども、11ページの早期出荷促進対策

事業そのものもまだ詳細は詰まっておりません。

それとは別に、今現在行っている適期出荷、ま

た、おくれた分に対する、遅延分に対する出荷

が価格との関係で進んでいないというのは事実

だと思います。その点につきましては、県庁の

ほうに常駐しております国の現地チームも当然

問題意識はございまして、御指摘があったよう

な国の買い取り―当初、国の買い取りという

話がございましたけれども、そこがどうなるの

か、工場自体の買い取りにするのか。あとは、

差損分の支援でありますとか、保管料・運搬料

に対する支援、そういった分も含めまして、国

のほうも、現地に駐在している副大臣を本部長

とする現地チームにおきましても、問題意識は

ございまして、向こうのほうでも検討している

やに我々との会議の中でそういう話も出ており

ますので、県のほうからも必要な措置について

引き続き要望していきたいというふうに考えて

おります。

○星原委員 そうしますと、事業内容の１番に

牛の１万4,000頭、豚１万5,000頭と数字が出て

いるんですが、これの範囲というのは、緩衝帯

とワクチンを打った範囲の中の牛という範囲で

想定されている頭数ですか。

○児玉畜産課長 この１万4,000頭と１万5,000

頭につきましては、搬出制限区域内の牛と豚の

頭数を基準に定めた頭数であります。

○星原委員 そうするとこの61億6,600万円余と

いうのは、その差額分は幾らという形で、その

数字を想定してこういう数字になっているとい

うふうに理解していいんですね。

○児玉畜産課長 この61億6,600万円につきまし

ては、この時点で国が案として示した単価を用

いて算出しておりまして、その単価等が現在ま

だ国のほうで協議中ということで出されており

ませんので、一応この時点での数字を使って出

したということでございます。

○権藤委員 車両制限ですね、通行制限につい

てお伺いしたい。

○十屋委員長 車両制限はその他のところでい

いですか。

○権藤委員 いや、関係あるんじゃないの。一

般車両等が宮崎の場合には義務的に、例えば警

察権力とかそういうことできちっとやられてい

るのかどうかということが、ウイルスの拡散等

に影響があるんじゃないかといいう議論がある

んです。一部先日の宮日等を読みますと、畜産

課長としては、一般車両については制限するこ
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とはまだ考えていないようなことかなと思った

んでしょうが、誤解でしょうか。

○児玉畜産課長 消毒ポイントにおきましては、

ちょっとはっきりした数字はつかんでおりませ

んけれども、全車消毒をやっているところもご

ざいますし、あるいは、もちろん自主的に入っ

てこられる分についてはすべて消毒はしておる

わけであります。それから、国道沿いに消毒槽

が数カ所設けられておりますけれども、そこは

全車種徐行させてタイヤの消毒をさせておると

いうような状況でございます。

○権藤委員 ということは、全車消毒という体

制だというふうに理解してよろしいんですか。

○押川農政水産部次長 消毒の方法につきまし

ては、今申し上げましたように、消毒槽の中を

通過させる方法、消毒マットを置いて通過させ

る方法ということで、これの２つについては全

車対象ということで消毒を行っております。た

だ、車体全体にかけていくというのは引き込ん

でやっていくという作業になりますので、すべ

てのものを対象という形にはならないと思って

おりますけれども、現在のところ、畜産関係と

いいますか、そういう車両と、一般の方でも、

そういったところを通るというような場合には

お入りになっている状況はございます。それか

ら、見てみると、スクールバスとかそういった

ものも入って消毒をかけられている部分もござ

いますから、一応意識的にはかなり上がってい

るんじゃないかという見方はしているところで

ございます。

○福田委員 今、星原委員の質問の答えで、60

億余の予算の執行についてまだ方針が決まって

いないようでございましたが、実はこのあたり

が報道が先行しまして現場段階が非常に混乱し

た。私は現場におりますから、よく聞くんです

が、今おっしゃったとおり、私はそうであろう

と思います。出荷適齢期の肉牛については、当

然出荷をする時期ですから、通常どおりの食肉

出荷が必要だと思いますが、問題は10キロ～20

キロ圏に宮崎県の優良雌牛群、母牛がおるんで

すね。それを考えますと、優良雌牛とその子牛

がおりますから、これを残す方向で、口蹄疫が

発生すれば別ですよ、残す方向で考えなければ、

今は雄牛だけ、種牛だけにみんなの目が向きま

して、特にマスコミの表現等は種牛オンリーで

ありますが、実際は、種牛ももちろん大事です

よ、種牛があってさらに繁殖の母体になります

雌牛がしっかりしなけりゃだめなんですね。今

ワクチンを処理した地域はその半分がもうだめ

になったんですね、優良雌牛群が。であります

から、この辺はファジーな表現では生産者段階

で戸惑いが生じまして、こんなことを言ってい

いかなと思いますが、「もう養う気力も失えた。

ワクチンを打ってくれ」と、そういうような電

話まで来る時期でありますから、ぜひこの辺は

ある程度、ファジーじゃなくて明確な方針等を、

時期が時期ですから、出しておかれるべきじゃ

ないかなということを、今の星原委員と執行部

のやりとりを聞いておりまして考えましたが、

この辺はいかがですかね。

○押川農政水産部次長 御指摘のとおり、雌牛

も優良な資源、それから子牛についても優良な

資源というふうに我々は見ております。先ほど

からいろんな形で早期出荷の部分については申

し上げておりますけれども、なかなか国の施策

が見えてこないというようなところで、出荷し

たとしても非常に価格が安いということで先ほ

どのような状態になっているわけでございます

し、また、レンダリングを利用しましてやると

いう方法も一つその中に想定されておりました
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けれども、その方法もなかなか難しいという状

況の中で、なかなか進まないということがござ

います。ですから、大変農家の方々には御迷惑

というか、いろんな考え方の整理がなされない

状況の中で御不安をお持ちだろうというふうに

考えております。先ほどございましたような優

良資源の部分につきまして、私も当初から、ぜ

ひとも残していきたいという気持ちを持ってお

りましたので、極端に言えば、例えば搬出制限

の一番端っこのほうにでも置いてできるだけ影

響緩和に持っていくと、そういったことで対応

できないかということも検討した状況がござい

ますので、現在のところは、肥育牛、肥育豚、

豚、そういったものを先にまず国が示してくれ

ばやりながら、優良資源についてはできるだけ

残すほうで検討していきたいというふうに考え

ております。

○福田委員 ありがとうございました。ぜひそ

の方針で、終息対策が一番大事ですけど、お願

いをしたいと思います。

○十屋委員長 それでは、議案と報告事項につ

いてはこれで終わりたいと思います。その他報

告事項について、指定管理者制度と口蹄疫発生

状況等の説明について質疑をお願いいたします。

○権藤委員 車両制限の質問をしようとしたら、

関係ないんじゃないかみたいな話があったんで

すが、この24日からまた選挙が始まるというよ

うなことで、地元紙等を中心にして、云々とい

う記事がきょうも見られたと思うんですが、選

挙カー等については、一般車両ということであ

れば消毒等をちゃんとやって、そして余り細か

な道等には入らないようにしようとか、そうい

う良識的な判断は候補者各陣営がしなきゃいか

んことですが、運動そのものをという、これは

農政と直接関係はありませんけれども、一般車

両扱いで、この地域については何回も消毒ポイ

ントを通ってもらわんといけませんよというの

はあると思うんです。そういうもの等が一般の

人に、例えば県北から宮崎に来る人等に理解し

てもらうことが、現場に直面してじゃなくて、

何らかの形でここに行く場合は必ず消毒を受け

てくださいよというようなもの等が一つは必要

じゃないか。悪い例として聞くのは、それをす

り抜けるために近回りしたり遠回りしたりしな

がら行くという話も聞くんですけど、これは一

番危険だというふうに思います。

それから、もう一つは、選挙カー等について

は一般車両扱いで、アナウンスする内容等につ

いては考えてちゃんとせにゃいかんと思います

し、また頻度も違うと思うんですが、そういう

交通制限等について、余り10号線等通ったこと

のない人等にもわかる形で、消毒の必要性と、

それから、こういうところを行くときは必ずし

てくださいよというのがまだまだ必要なような

気もしますし、じゃ、いっそ列車で行こうかと

いう大分ふえているというふうに聞いておりま

すので、その辺もいま一度、これは要望でいい

ですけど、御検討をいただければというふうに

申し上げたいと思います。

○十屋委員長 総合政策的な見地から何かない

ですか。

○永山農政水産部参事 蔓延防止という観点で

車両の消毒の徹底はとても大切なことだという

ふうに思っています。そういう意味で非常事態

宣言を発出して、県民の方々にさまざまな負担

をお願いしたところですけれども、そのことそ

のものについても大きな影響が出ているという

こともありまして、どのような形で県民の方々

にアナウンスをするのかということについては

慎重に考えていく必要があるんだろうというふ
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うに思っております。

選挙につきましては、我々、専門外でござい

ますので、先ほどもちょっと立ち話はしていた

んですが、選挙管理委員会とも少し話をしなが

ら、どうやったらお互いがうまくいくのかとい

うことについては進めてまいりたいというふう

に思っております。

○星原委員 防疫、一般車両の問題なんですけ

ど、私も今、毎日来るとき、四家のところで、

宮崎市のやつでタイヤの周りを吹きかけても

らって来るんですが、鹿児島県なんかは通行ど

めまでしようとしていろいろやっていますね。

そういう中で、私のところは、都城も一応発生

した。入ってくる、出ていく。宮崎市も出た。

そういう中で、一般車両をそのまま通している

わけですね。皆さん方、先ほど言われたけど、

ただタイヤだけは云々と。もちろんそれは最低

限必要なことだろうと思うんですが、やっぱり

一時の期間のこういうときに、鹿児島県が通行

どめまでしてやろうというときに、我が宮崎県

は本当にこの状況で、これ以上広がらなきゃい

いんですが、これ以上広がったときは、そうい

う面の対応が非常に手ぬるいというか、県民に

対してのＰＲ、お願いの仕方に対しても、ある

いはそれぞれの人たちに対しても、意識を上げ

る意味でも、多少不便でもそれぐらいのことを

やっていかないと、先々また出たときは、宮崎

県は何をしているのと、そういう感じをいろん

なところで聞くわけですし、私自身もそう思う

んですが、その辺のところの一般車両について

の消毒のあり方。それから、運転手なんかも乗っ

たままで、おりてきてしていないんですね。車

だけをしていくわけです。そうするとどこかに

動く。どこかに足を着くわけですよね。だから、

室内まで云々という話もある。そうなってくる

と、室内でできるものといえばスプレーぐらい

使うような形とか。防疫で考えられるいろんな

ことを取り組まないと、４月20日から１カ月以

上たって、まだ今、どっちかといえば、そのや

り方がちょっと手ぬるいような感じが地元に

おってしているんですけれども、その辺の取り

扱いというか、その取り組みというか、そうい

うのはどういう感じで進んでいるところなんで

すか。

○岩﨑家畜防疫対策監 御指摘のとおり、全車

対応、いわゆる動噴を使った天井から足回りま

で含めて全車対応型の消毒、これは先ほど課長

のほうからありましたように、蔓延防止という

観点からは非常に大事なことというふうに我々

は考えております。ただ、一方で、防疫措置の

基本は、まず、生きた家畜の移動の禁止、早期

通報・早期摘発、そして消毒の徹底のこの３つ

でございます。それを繰り返し繰り返しやって

きた中で、途中、ワクチンの使用もやったわけ

でございますけれども、一番大事な消毒は、畜

産関係車両、飼料関係車両の消毒の徹底が我々

は一番大事なことというふうに考えています。

これは当初から、畜産関係車両は徹底して時間

をかけてやるということでいきますと、特に児

湯地域は感染が10号線をまたいでおりまして、

これが全車の一般車両を含めた動噴を使った車

両消毒になりますと、消毒ポイントでの渋滞、

これは計り知れないものだというふうに思って

おりまして、そういう意味からいきますと、やっ

ぱり目的である畜産関係車両の消毒徹底が口蹄

疫の防疫の一番大事な手法かなと。ただし、一

般車両については消毒マットなり消毒槽等を

使ってやっておりますし、確かに鹿児島県は交

通規制等々やっておりますけれども、畜産関係

車がウイルスを持ち出す一番の原因となってお
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りますので、そういう意味からいけば、畜産関

係車両の徹底した消毒等を基本にやっていきた

いと。仮に一般車両をやりますと、多分渋滞等

含めて、いわゆる目的である畜産車両が消毒で

きない状況に陥るということも考えて、今のと

ころはそういう形で対応しているということで

ございます。

○星原委員 今、対策監が言われることはもっ

ともなことで、それが基本だというのは我々も

十分わかるんですよ。ただ、えびのでも４件で

とまった。これは徹底した消毒をいろんな角度

でやったと話を聞いているんですね。その周辺

は通行どめもして縛れたからいいんですが、そ

ういう形でやって防ぎ切った。今、現実に日向

で出て、宮崎で出て、高崎で出て、どれが原因

がわからん。そうなったときに、今言われるよ

うな形だけで本当に防いでいけるのかという非

常に怖いものを感じるんですね。

ある運送屋さんのトラックの運転手さんから

２週間ほど前に電話もらって、宮崎の車は大型

でもぼんぼん通っている。鹿児島の車は確実に

そういうところで消毒しながら出ていっている

よと。宮崎県の車は手ぬるいんじゃないのと、

トラックに対しての扱いにしても。そういうの

を聞いたもんですから、すぐ都城の市役所のほ

うに電話して、こういうことだと。聞きますと、

夜間なんかは、警備会社、ああいう人たちに委

託しているので、その辺の徹底がなされていな

いみたいな話だったので、最低でも今言われた

畜産関係の大型のトラックなんかもぴしっと指

導しないとやばいよと、２週間以上前に話した

こともあるんですよ。だから、だれか１人ぐら

いはわかった人が消毒ポイントにおってやらん

と、ただお願いしていると。ただ単に消毒をす

ればいいとか、通過していくのもそのまま見逃

していくとか、そういう形がなされているよと

いう話もしたんですけれども。結果的にこうい

うことが起きてくると、ポイントを設けてそこ

を通る分にはそうやっているんですが、県民サ

イド、一般の人もそうなんですが、意識が。そ

れと、だれかとこうやって話をする場所がある

わけですね、どこかで。そうすると、そういう

関係者だけで本当に防ぎ切るのかなと。だから、

ある部分ではそれぞれに消毒をする方法とか形

を、地域の中でも、そういう形が起きている、

起きていないところでも何かのことをやってい

かないと、いつ終息するのかなと。怖いことが

ずっと起きていますからね。消毒ポイントの設

定はいいんですが、設定した後の管理の仕方と

かいろんなことまで指導しておかんとやっぱり

怖いなというふうに私は思うんですが、その辺

は県、市町村、それぞれの関係のところとの連

携のとり方ももう一回ぴしっとして、防疫に対

して再度しっかりした指導をしていただかんと

いかんのかなというふうに思います。

○押川農政水産部次長 最初、消毒ポイントを

設置したときから、畜産関係車両であろうとも、

前はかけてくれるなとか、簡単にやってくれと

いう話がかなりあったようです。それではだめ

だということで、こういった形でやりなさいと、

シャシーまできっちりやりなさいというような

形のペーパーを消毒ポイントに流した経緯がご

ざいます。そういった形で指導したという経緯

がございます。それから、飼料運搬車とかそう

いったものにつきましては、タイベックスです

ね、ああいったものもきちんとお渡しする。そ

れから、シュッシュッとする消毒のやつもお渡

しするということで、できるだけ対応してくだ

さいということでやった経緯もあるんですけれ

ども、一部でそういう話が出るということはま
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だまだ徹底されていないという話かもしれませ

んので、再度徹底を図ってまいりたいというふ

うに考えています。

○緒嶋委員 環境森林部にもちょっとお話しし

たんですけれども、埋却するときにおが粉を一

緒に使うと、牛の血液やらが消臭効果も含めて

かなり抑えられるんじゃないかと。今後は悪臭

対策が、今度埋却が全部終わって終息しても何

年か問題になるんじゃないかと思うんですね。

おが粉を供給するほうの体制も大変だと。製材

すればどんどんおが粉が出て置き場もないと。

埋却にそれを使ってやるということが、今後の

公害対策というか悪臭対策を含めていいんじゃ

ないかと思うんですが、農政水産部ではそれを

使うという方向はまだ決めていないわけですか。

○児玉畜産課長 埋却の際のおが粉の利用につ

きましては、一部では実施しております。今後

共同埋却地等もふえてきますので、そういった

ところでの使用とか、あるいは土質によりまし

て水分調整みたいなものが必要なところも出て

くるんじゃないかと思いますので、そういった

ところには積極的に使っていきたいというふう

に考えております。

○緒嶋委員 ぜひそういうことで使って、今後

のことも考えれば当然使ったほうがいいという

ことだろうと思いますので、埋却にそのことで

時間がかかるというのもちょっと問題かなと思

いますけれども、その分だけ被覆する土の量も

減るということもあるだろうと思いますので、

うまくそれをやってほしいなと。

それと、今言われた消毒ポイントも、市町村

によってポイントの熱の入れ方に差があるんで

す。ある町は徹底してやる。ある町はそこまで

しなくてもいいのかなというような感じがする

んですが、西臼杵のほうで聞いたら、今、六峰

街道を通って、チェックポイントをよけて行く

車があるというわけです。山の中を通って。そ

れは車がさびて大変だというようなことらしい

んですが、本当に言われたとおり、これを何と

かして総力戦で防がにゃいかんという熱意がま

だ浸透していないと私は思っている。畜産関係

車だけというような発想は捨てて、県民全部が

同じような認識で取り組まなければ、今後まだ

どうなるかわからんというのは皆さんが一番心

配されておるわけですが、市町村を含めてチェッ

クポイントをもう一回再検討して、本当にその

地域でチェックポイントがうまく機能しておる

のかどうかということを再点検させてみる必要

があるんじゃないかと思うんですけれども、こ

のあたりはどうですか。皆さん方、埋却のこと

で頭がいっぱいだと思うので、余り言っても気

の毒かなという気もしますけれども、そのあた

りが基本じゃないかという思いがあるわけです

が、どうですか。

○児玉畜産課長 一般車両等の消毒につきまし

ては、特措法でも地域指定をするようになって

おりまして、今回は県内全域ということで指定

をしております。したがいまして、強制力はあ

るわけでございますけれども、確かに今、委員

が指摘のように、市町村等によって取り組みの

違いはあるんだろうというふうに認識しており

ますので、再度各市町村あてにそういった注意

の喚起をしていきたいというふうに考えており

ます。

○緒嶋委員 特に東臼杵振興局なんか、範囲が

広い、ある意味じゃ、山のほうは頭数が少ない

ということで熱意の違いもあるし、振興局長が

環境森林部の人と農政の人で違いがあっちゃい

かんわけですが、そういう点も含めてもうちょっ

と気合いを入れてやらんと、車で通ると、地域
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によってそういうところの熱意の差が大分ある。

そういうことではおかしいという気がしますの

で、強く要請してください。

○徳重委員 埋却地のことでお尋ねしたところ

ですが、再度お尋ねしてみたいと思います。疑

似患畜が２万9,878頭まだ未処理ということ。そ

れとワクチン接種の約７万頭がまだ未処理とい

うことですが、この埋却地は確保されていると

いうことで理解していいでしょうか。

○永山農政水産部参事 すべてが確定している

というわけではありません。ある程度候補地を

絞って試掘した結果、水が出るということもご

ざいますので、すべてについて確保できている

という状況にはありませんけれども、先ほど申

し上げましたように、疑似患畜分については20

日までにやれるぐらいの確度があると。ワクチ

ン分についてもそれに引き続いてやるだけのス

ピードはついてきているということは言えるだ

ろうと思います。すべてについて確定している

というわけではございません。

○徳重委員 こんなに長く続いているわけです

から、まだウイルスが蔓延しているといっても

過言でもないという気がしないでもありません。

ぜひ一日でも早く確定して農家を安心させてい

ただきたいということが一つあります。ぜひお

願いします。

それと、都城に出ましたね。現実に処理もさ

れたわけですが、まだ終息宣言もされていない

わけでして、いつ出るかわからないということ

で、各畜産農家に埋却地があるかどうかという

アンケートやらいろんなことがされておると思

うんです。もし出たという前提で考えると非常

に心配なんですよ。というのは、かなり多くの

頭数を持っている畜産農家、間さんは特別とし

て、何千頭あるいは何百頭という頭数を持って

いる人がかなりいらっしゃるわけですから、そ

ういった対応というのは既にとられているのか

どうか、ちょっとお尋ねします。

○永山農政水産部参事 現在の家伝法上の防疫

のマニュアルの中でも、指針の中でも、県は農

家に対して、事が起きた場合の埋却場所等につ

いてそれなりの予見を持つようにと、指導する

ようにというふうな文言はございます。ただ、

現実に、今もし何か起きればここに埋めましょ

うというところまで各農家がやれているという

状況にはございません。やはり、実際に事が起

きてそのときに周りの同意が必要になりますの

で、確定しているという状態に持っていくわけ

にはなかなかいかないだろうというふうに思っ

ております。ただ、事がここまで来ております

し、一度起きたときにはすぐにこれをたたくと

いう必要がございますので、そのあたりについ

て改めて各畜産農家に対して注意を喚起すると

いうことは今後必要ではないかというふうに認

識はしております。

○徳重委員 今回の特措法によって、国並びに

行政を中心として埋却地を確保することという

ことがうたわれていると思うんです。農家にと

いう言い方というかな、指導というのはちょっ

と酷じゃないかなと。わかりますよ、自分の牛、

豚ですから。しかし、農家にそれを求めるとい

うのは非常に酷なことじゃないかと。私の知り

合いでは、養豚農家なんですけど、埋却地を見

つけよと言われてきたけど、見つける意欲もあ

りません、とてもできないと、こうおっしゃる

んですね。何とかできないかというような言い

方をされたんですが、特措法ができてこういう

形になっているので、そのことをお伝えしたら

喜ばれたんですけど、それはそれなりに努力は

するけどとても無理だと。ならば、だれかがや
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らなきゃいけない。当然国が責任を持ってやる

ということを言っているわけですから、畜産農

家を中心として話し合いもして、そういう予備

的なものはちゃんと準備しておかなければ、こ

れが１週間も10日も同じ農場が患畜したまま置

くということになると、また蔓延しかねないと

思うんですね。いかがでしょうか、その辺。

○永山農政水産部参事 今回、特措法で国及び

地方公共団体のそれらの取り扱いということが

定められました。それに基づきまして、公社で

保有合理化事業を行うという措置もございます。

さまざまな対策をとる中で、今、委員が御指摘

のように、今後の予防的な措置というか、準備

をするということは確かに必要になってくると

思いますので、どのようなお知らせの仕方があ

るのかということについてはこれから考えなけ

ればならないこともありますけれども、少し検

討してみたいというふうに思っています。

○権藤委員 先日、総理が来られたときに、都

城市長から、208頭については400数十人の市の

職員等が対応して徹夜でやったという話が披露

されて、その後に、用地の交渉等については、

何だかんだ言ってもやっぱり市役所の職員が行

かないと話がまとまりにくいと、そういう指摘

がありました。そして、肉体的な殺処分等の協

力には、自衛隊がいいのか、農家の経験者の応

援がいいのかわかりませんが、そういう部分へ

の助力をお願いして、市役所の職員は用地交渉

に当たらせたいと、そういう趣旨の発言が都城

市長からあったと思うんです。したがって、そ

こには、危機感を持っている発生地域の首長さ

ん等が、地主の人の人的なものも含めて詳しい

と思うんです。だから、そういう部分に力を割

けるように。国は、自衛隊の派遣等も含めて要

求があった分にはこたえたいという発言をして

いるから、それはそのまま受け取ってもいいの

ではないかというふうに思っております。要す

るに、具体的な実行可能な案を、一番は発生地

域の役所の皆さん等と練り上げてもらって、そ

して用地交渉等も短期間で、それぞれ役所でも

あそこの地域には強い人とかあるんじゃないか

というふうに思いますので、そういう成案を極

力具体化していただくことをお願いしたいなと

思っております。

○髙橋委員 いろいろと出されて、申し上げた

いんですが、６月９日に新たな地域に口蹄疫が

出たということで、６・９ショックなんですね。

口蹄疫の防疫は振り出しに戻ったと私は思って

いるわけですが、先ほどから出ていますように、

６月９日を境にどうなっているのといったら、

余り変わっていないんですよ、正直申し上げて。

私は日南から来るときに必ず消毒しますけど、

さっきから出ていますように市町村で対応が違

います。あるところはナンバーを控えて行き先

まで聞きます。あるところは、ただばーっとし

て素通りといいますか、そのまま通過。私の前

を走っている車なんかも通過です。さっき畜産

関係車を中心にとおっしゃっていましたけど、

たまたまその後ろを走っていた車はそのまま通

過していいのということになるし、いろいろと

一生懸命なされている関係で、人も限られて限

界を越えてやっていらっしゃることに本当に感

謝申し上げるんですが、私、臨時議会のときで

も申し上げているんですけど、市町村との連携

ですね、県と市町村。たまたま先日都城に行っ

た人が、222号線の酒谷で、左側に消毒ポイント

があって、帰りは素通りなんですよね。右側に

寄ればいいんでしょうけど、一般車両は寄らな

いです。右側に寄るような体制をとっているか

といったら、誘導する人もいないし、意識のあ
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る人は寄るんでしょうけど、そういうところの

改善というか対策も６月９日を境にやっている

かといったら、私、申し訳ないけど、まだそこ

まで県民には徹底されていないというふうに

思っています。渋滞もいろいろと言われました

けど、それは、ポイントをふやすこと、あるい

は誘導員をしっかりと配置すること、そんなこ

とで対応できるし、どこでしたでしょうか、消

防団も出ていたところがありました。この際、

いろんなところに加勢を求めるべきだと思うん

です。日向は市議会議員が出ているようですけ

れども、私はそれこそ、宮崎県下全員でこの口

蹄疫対策をやるべきだというふうに思っていま

す。６・９ショックだと思うんですよ。一日で

も早くということをみんなで言っているんだか

ら、一日でも早く口蹄疫を終息させるためには

とにかく、そこまでやるのというぐらいやらな

いと先が見えてこないと思うので、ぜひ徹底し

てやっていただくことをお願いしたいと思うん

です。市町村と連携、集められなきゃ、文書じゃ

なくて行って篤と話すべきだと思うんですよ。

各地域には振興局長もいらっしゃるんでしょう

けど、直接訴えるべきだと思うんです。文書で

一通り流すんじゃなくて。その辺の対応をぜひ

やっていただきたいと思います。

○十屋委員長 私から１点だけ。この資料であ

りますように、都城に６月９日に発生して、市

営屠場、ミヤチクの高崎工場が閉鎖したんです

が、これに伴ういろんな影響が出ると思うんで

す。滞留している牛、豚に関しても今後どうい

うふうな影響が出てくるのか、その点について

お尋ねしたいんです。

○押川農政水産部次長 現在、高崎工場が、と

まっているといいますか、閉鎖という状況に追

い込まれてしまいました。くみあい食肉さんに

お聞きすると、在庫がなくなってくるという状

況もございますから、宮崎牛をお届けすること

ができないというような状況下にあろうかとい

うふうに考えています。ただ、我々、都城まで

広がったというか飛び火したということも踏ま

えまして、安全性をきちんと検証しながら、い

つあけるんだというところを踏まえた検討を

やっていかなきゃならないだろうというふうに

考えています。我々としても一日も早く再開と

いうことに持っていきたいというふうに考えて

おりますが、特例協議をやる段階では、そうい

う安全性もきっちり検証しながらやってまいり

たいというふうに考えておりますので、いまし

ばらく時間をいただきたいと思います。

○髙橋委員 21ページの指定管理の関係で私、

聞き漏らしたかもしれません。確認させてくだ

さい。21ページの（３）施設収支状況で、21年

度324万7,000円、これは指定管理料となってい

ますね。新たに第２次募集方針の中で、（３）年

額141万6,000円ですけど、この差が余りにも開

いているものですから、確認の意味でお願いし

ます。

○上杉農政企画課長 御指摘のとおり大分下

がっております。これにつきましては、２点ほ

ど大きく言えば要因がありまして、１つは、５

年間指定管理者という形で、清掃でありますと

か植木の手入れなどしていただいたという中で、

作業の手順と申しますか、作業効率が蓄積され

てかなり効率的に行われるようになったという

中で、作業時間を従来の１日何時間という形で

積算していたわけですけれども、それを効率化

が図られたという形で減らしたというところが

ございます。また、これは現実的な話になって

しまいますけれども、今、県の置かれている財

政的な状況、特に口蹄疫が発生した中でかなり
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苦しい状況といったような背景もございまして、

そういった事情も含めまして、財政部局と相談

してこのような値段になっているという状況で

ございます。

○髙橋委員 効率をよくしたということの理由

で基準価格がかなり下がっているんですね。そ

こで働く人もいるわけで、その人たちの賃金も

気になるところですけれども、今後いろいろと

状況を見ていきたいと思います。

○上杉農政企画課長 委員よく御承知のとおり、

ここの運営協議会でございますけれども、実は

我々の指定管理とともに、日南市のほうから道

の駅本体の指定管理を受けておりまして、県か

らの亜熱帯支場に係る、エントランスガーデン

とかその辺の指定管理と同時に道の駅の両方の

仕事を、場所が一体的でございますので、一緒

にやっていただいているという状況の中で、委

員、御指摘で御心配だと思うんですけれども、

一体的に雇用とか賃金が弾力的に確保されるよ

うなことを考えております。

○十屋委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様、大変お

疲れさまでした。十分に体にお気をつけいただ

いてまた頑張っていただきたいと、そのように

思っております。

暫時休憩いたします。

午後３時13分休憩

午後３時25分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより委員会審査の最終日に行うこととなっ

ておりますので、あす15日に採決を行うことと

し、再開時刻を13時30分としたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 私から１つ発言。あした委員長

報告骨子の案について皆さんに御意見を伺いま

すので、そのときに出していただければありが

たいというふうに思っております。

○星原委員 防疫体制の消毒ポイントなんかの

ことはもう少し徹底させるように最後やってお

いていただくといいですけどね、念押しの意味

の形で。交通量がどうとかと言うけど、そんな

問題とは別な問題としてとらえてみんなが意識

を持ってもらわんと、入り込んでからは大変で

すから、ぜひ。

○十屋委員長 ということを、あした骨子をま

とめたときに御意見で賜りたいと思います。

それでは、以上をもちまして委員会を終わり

ます。お疲れさまでした。

午後３時26分散会
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午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 権 藤 梅 義

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 髙 橋 透

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。議案の採決に

つきましては、議案ごとがよろしいでしょうか、

一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、一括して採決をいた

します。

議案第１号、第５号及び報告第１号から報告

第３号について、原案のとおり可決または承認

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号、第５号及び報告第１号から報告第

３号については、原案のとおり可決または承認

すべきものと決定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。「環境対策及び農林漁業振興対策に関す

る調査」につきましては、引き続き閉会中の継

続審査といたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 異議ありませんので、この旨議

長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として特に御要望はございま

せんでしょうか。

暫時休憩をいたします。

午後１時30分休憩

午後１時40分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきまして何かあり

ませんでしょうか。

○緒嶋委員 １つは、今度の中で49頭も処分し

なきゃならんようになったのは、種雄牛の管理

体制が危機管理の中で不十分だったということ

も言われるわけでありますので、そういう点の

今後の種雄牛の確保、また安心・安全のための

体制をどうするか。一極集中的な管理でいいの

かというのを含めて、分散管理をやはり考える

べきじゃないかというような気がしてならんと

です。これをぜひ委員長報告に入れていただき

たいというふうに思います。

○十屋委員長 ほかはよろしいですね。今の意

見も踏まえまして、皆さんからいただいたこと

を踏まえて、正副委員長に御一任いただくとい

うことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それではそのようにいたしたい

と思います。
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暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時44分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

７月21日の閉会中の委員会につきましては、

協議の内容のとおり委員会を開催することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、県外調査についてでありますが、県外

調査につきましては、10月13日から15日にかけ

て、別途委員会で内容につきまして協議した上、

実施することとし、詳細については正副委員長

にお任せいただくということでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

また、具体的なことにつきましては後日連絡

をしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を終了いたします。委員の皆

様、大変お疲れさまでした。

午後１時44分閉会




